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は じ め に

東日本大震災から１年が経過いたしました。１万６千人という多くの尊い命が失わ
れ、そのうえ３千人以上の方々がいまだに行方不明のままです。自然の力の前になすす
べもなく呆然とするばかりでしたが、一方で、この災害の傷跡から少しでも前に向かお
うとしている方々、そしてそれを支える方々の“絆”の大切さを、多くの市民が再認識
をいたしました。
亡くなられた皆様のご冥福と一日も早い復旧・復興をあらためてお祈り申しあげま

す。

また、昨今札幌を含め全国において、孤立死が社会問題となっており、福祉関係団体
としての本会の責務の重さを痛感すると同時に、日頃からの地域のつながりを重視した
「だれもが孤立せずにお互いに支え合うやさしい街づくり」がますます必要となってい
ることを実感しています。

本会では、このような今日的な福祉課題や生活課題等に向き合う責任と使命を盛り込
むために、平成２１年度５月に策定した「さっぽろ市民福祉活動計画」を基本として継承
しながらも、計画期間を１年繰り上げて、このたびの計画を策定いたしました。

この計画では、これまで実施してきた活動や事業の充実・強化を図ることはもとよ
り、新たな取り組みとして、「福祉のまち推進事業」をさらに推進していくための取り
組み、災害時の地域における支え合いの普及・啓発、成年後見制度の理解を広めるため
の調査・研究事業などを盛り込んでおります。
また、平成２４年から進められる行政計画の「札幌市地域福祉社会計画」とも、密接に
連携・連動し、より確実に計画の推進を図ってまいりたいと考えております。

最後になりますが、本計画の推進にあたりましては、地区社会福祉協議会、地区福祉
のまち推進センターはじめ、地区民生委員児童委員協議会などの地域の関係機関・諸団
体、福祉施設、ボランティア・NPOの皆様のご協力が必要であります。どうぞ本計画
並びに本会、区社会福祉協議会の取り組みにご理解とご支援、ご協力をいただきますよ
うお願い申しあげます。

平成２４年４月

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会
会 長 大 公 一 郎
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第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

わが国は、急速に、少子高齢化、核家族化が進み、地域社会や家庭の相互扶助機能が
急速に力を失いつつあります。このような社会状況は、家庭や地域における人と人との
つながりの希薄化による孤立死、家庭内の高齢者・児童の虐待や高齢者・ひとり親家庭
の貧困などの深刻な福祉課題・生活課題を生み出す要因となっており、この状況は札幌
市においても例外ではありません。
これまで社会福祉法人札幌市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）では、「お互
いに支え合うやさしい街づくりの実現」を基本理念として、計画的に地域福祉を進める
ための「地域福祉活動計画」（市社協の計画名称：さっぽろ市民福祉活動計画）を策定
し、地域福祉活動を推進してきました。
市社協では、市民をとりまく福祉課題の現状をふまえ、平成２１年度に策定した「さっ
ぽろ市民福祉活動計画」の内容を継承しながらも、新しい時代の福祉課題等に向き合う
責任と使命を盛り込んだ新しい計画を策定いたしました。

２ 計画の位置づけ

地域福祉活動計画とは、「社会福祉協議会が呼びかけて、市民・住民、地域において
社会福祉に関わる活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営す
る者が相互協力して策定する、地域福祉の推進を目的とする民間の活動・計画」です。
市社協の地域福祉活動計画は、平成５年に第１次計画を策定しています。これは、区
社会福祉協議会（以下「区社協」という。）の社会福祉法人格取得を始めた平成５年度
より、本会の事業も大きく拡大したことからこの活動計画の策定に至りました。その
後、平成１６年度に、平成５年度の計画を全面的に改定し、「１８６万人の地域福祉市民活動
計画」として平成２０年度までの第２次計画を策定、そして平成２１年度に現在の第３次計
画である「さっぽろ市民福祉活動計画」を策定し今日に至っています。

期 計 画 名 称 計 画 期 間

第１次 札幌市地域福祉市民活動計画 平成５～１１年度（７年間）

第２次 １８６万人の地域福祉市民活動計画 平成１６～２０年度（５年間）

第３次 さっぽろ市民福祉活動計画 平成２１～２３年度（３年間）

３ 地域福祉を進める「札幌市地域福祉社会計画」との関係

平成１２年の社会福祉法の施行により、市町村の行政計画として位置づけられた「札幌
市地域福祉社会計画」と地域住民や各種団体が主体的に策定する民間の活動・行動計画
としての「さっぽろ市民福祉活動計画」は、ともに地域住民等の参加を得て策定される
ものであり、札幌市における地域福祉の推進を目的としてお互いに補完・補強しあう関

２



係にあります。
市社協における地域福祉推進のための事業内容を考慮すると、計画の策定・推進にあ
たっては、札幌市との連携・協力が不可欠であり、「札幌市地域福祉社会計画」の策定
と連動させていく必要があることから、本計画も１年繰り上げて２４年度からの策定とい
たしました。

〈地域福祉の推進」に向けた「札幌市地域福祉社会計画」と「さっぽろ市民福祉活動計画」の関係〉

４ 計画の期間

平成２４年度（２０１２年度）から平成２９年度（２０１７年度）の６ヵ年とします。
ただし、計画期間の途中であっても、社会情勢の変化や札幌市の動向に応じて、順
次、必要な見直しを図ります。
計画の期間を６ヵ年としたのは、行政計画である「札幌市地域福祉社会計画」と一体
的に地域福祉の推進を進めていくために、札幌市の計画期間と連動させたものです。

５ 計画の推進主体

本計画は、市社協と区社協が中心になり、地区社会福祉協議会（以下「地区社協」と
いう。）、地区福祉のまち推進センターをはじめ、地区民生委員児童委員協議会などの地
域福祉に関わる関係機関・団体、地域住民、行政等と協働しながら計画的に札幌市全体
の地域福祉を進めるものです。

６ 計画の進行管理・評価

本計画を単年度の事業計画に具体的に反映していくために、市社協内に進行管理・評
価を行う推進体制を整備し、本計画の進捗状況の共有及び進行管理を図ります。
また、本計画の進捗状況を地域福祉活動関係者と共有するための意見交換会などの機
会を市社協と区社協の協働により企画し行います。
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第２章 地域福祉の現状と課題

１ 札幌市における地域福祉を取り巻く現状

� 札幌市の人口構成
札幌市の高齢化率は、平成２３年４月現在 ２０．４％に達し、超高齢社会の基準となる高
齢化率２１％を目前にしています。また、各年代の男女比率に着目すると、年齢増加に比
例して女性の方が占める割合が大きくなっています。
一方で、年少人口と言われる０～１４歳の人口が、総人口の１２％を下回り、札幌市にお
いても少子高齢化が年々進行していることが分かります。

年 齢 構 成 人口（人） 割合（％） 男性（人） 女性（人）

総 数 １，８９７，３３３ １００．０ ８９２，６１７ １，００４，７１６

０～１４歳 ２２６，２７２ １１．９ １１５，２２５ １１１，０４７

１５～６４歳 １，２８２，２８８ ６７．５ ６１６，１３５ ６６６，１５３

６５歳以上 ３８８，７７３ ２０．４ １６１，２５７ ２２７，５１６

前期高齢者（６５歳～７４歳） ２０４，２２０ １０．７ ９１，９６６ １１２，２５４

後期高齢者（７５歳以上） １８４，５５３ ９．７ ６９，２９１ １１５，２６２

〈資料〉住民基本台帳（平成２３年４月日現在）

� 各区別の人口と高齢者数
札幌市内の区別人口は、北区、東区、中央区の順で多く、６５歳以上の高齢者の割合
は、南区が最も高く、最も低い中央区と約６．６％の差があります。人口増加率（５年前
との比較）では、中央区の増加率（１２．７％）が最も高く、南区、厚別区は人口が減少し
ています。

区
人 口
（人）

高齢者数
（人）

高齢化率
（％）

区
人 口
（人）

高齢者数
（人）

高齢化率
（％）

中央区 ２１２，６６６ ３９，９４１ １８．８ 豊平区 ２１１，１６４ ４２，７８２ ２０．３

北 区 ２７５，３６０ ５６，１９６ ２０．４ 清田区 １１５，２２２ ２２，０３７ １９．１

東 区 ２５３，０８７ ４９，７０１ １９．６ 南 区 １４４，９３４ ３６，８４４ ２５．４

白石区 ２０４，９０７ ３８，９８０ １９．０ 西 区 ２１０，４５５ ４４，８５０ ２１．３

厚別区 １２９，４９０ ２７，９７４ ２１．６ 手稲区 １４０，０４８ ２９，４６８ ２１．０

全 市 １，８９７，３３３ ３８８，７７３ ２０．５

〈資料〉住民基本台帳（平成２３年４月１日現在）
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� 各地区別年少人口及び高齢化率
各区及び各地区別の年少人口は、賃貸マンションやアパートなどが集中し、単身生活
者が多いと考えられる中心部より、戸建てが比較的多い地域の割合が高いという傾向に
あります。

区 まちづくり
セ ン タ ー 人口（人） 高齢者の割合（％）

年少人口の
割合（％）

中

央

区

大 通 公 園 ７，２０１ １９．５ ４．７
東 北 ５，０６６ １４．１ ７．０
苗 穂 ４，４５３ １７．４ １２．４
東 ７，９３６ １６．１ ６．１

豊 水 ６，３１１ １９．２ ４．９
西 創 成 ７，０４０ １７．９ ５．８
曙 １２，８９２ １９．５ ８．０

山 鼻 ３４，５２５ ２０．３ １２．５
幌 西 ２２，３７７ １８．９ １３．９
西 １６，０４６ １７．２ ７．１

南 円 山 １５，０３３ ２１．２ １３．１
円 山 ２６，５８８ １７．１ １１．６
桑 園 ２４，２５４ １７．４ １０．８
宮 の 森 ２２，９４４ ２１．０ １３．４

北

区

鉄 西 ５，５３５ １５．３ ８．３
幌 北 １８，１２８ １５．６ ６．５
北 ２７，９７２ ２０．７ ９．７

新 川 ２７，９７５ ２０．４ １４．１
新 琴 似 ４０，２２０ ２４．６ １１．９
新 琴 似 西 １８，０１６ ２４．８ １２．０
屯 田 ３６，６４３ １８．９ １７．０
麻 生 １９，２８８ １７．６ ８．３
太平百合が原 １７，０４０ ２２．７ １３．１
拓北・あいの里 ３２，６４０ １５．８ １５．６
篠 路 ３１，９０３ ２２．９ １３．５

東

区

鉄 東 ２０，５８７ １９．６ ９．０
北 光 ２４，０７６ ２１．０ ９．２
北 栄 ３７，１３４ １８．７ １１．９
栄 西 ２３，１６７ １９．９ １１．８
栄 東 ３３，９９９ １８．６ １３．８
元 町 ２６，５４１ １７．６ １３．０
伏 古 本 町 ３０，３９７ ２０．９ １３．２
丘 珠 １３，６０４ ２４．２ １２．６
札 苗 ３４，９８１ １９．４ １４．９
苗 穂 東 ８，６０１ １８．６ １２．４

白

石

区

白 石 ３８，６０２ １９．２ １１．２
東 白 石 ２９，１４９ １９．３ ８．８
東 札 幌 ２１，０３０ １７．２ １０．４
菊 水 ２３，１８４ １８．０ １１．１
北 白 石 ３５，７０３ ２０．７ １３．５
北 東 白 石 １９，５８６ ２０．６ １４．０
白 石 東 ２２，７５５ １７．９ １１．５
菊 の 里 １４，８９８ １７．７ １４．９

〈資料〉札幌市「札幌市の地域別人口」

（平成２３年４月１日現在）

区 まちづくり
セ ン タ ー 人口（人） 高齢者の割合（％）

年少人口の
割合（％）

厚

別

区

厚 別 中 央 ２６，９０５ １８．６ １０．７
厚 別 南 ３６，８９９ １８．５ １１．８
厚 別 西 ２３，２５３ １７．７ １３．６
も み じ 台 １７，３２６ ３３．１ １１．４
青 葉 ８，６２８ ３５．６ ７．９
厚 別 東 １６，４７９ １９．６ １４．０

豊

平

区

豊 平 ２３，６６０ １８．７ ９．２
美 園 ２０，２１４ １７．６ １０．２
月 寒 ３５，６１７ １８．６ １２．４
平 岸 ２４，２６６ １８．１ ９．４
中 の 島 １２，９５６ ２１．１ ９．９
西 岡 ２８，６６９ ２５．６ １２．４
福 住 １６，１８８ ２１．９ １３．４
東 月 寒 ２１，２４３ ２２．７ １２．９
南 平 岸 ２８，３５１ １８．８ １１．０

清
田
区

北 野 ２２，７５２ ２５．５ １２．５
清 田 中 央 １９，０５７ ２０．３ １５．５
平 岡 ２３，０２１ １７．７ １４．２
清 田 １７，７３９ ２０．７ １１．９
里塚・美しが丘 ３２，６５３ １４．２ １４．８

南

区

真 駒 内 ２６，３０６ ２５．７ １１．４
石 山 １０，９７２ ２６．８ ９．７
簾 舞 ５，３８７ ２３．３ １１．４
藤 野 １９，６３５ ２６．５ １０．７
藻 岩 ３６，７２４ ２５．２ １１．１
藻 岩 下 ５，３４９ ２４．０ １１．７
澄 川 ２８，２７２ ２５．０ ９．６
芸 術 の 森 １０，８６４ ２４．１ １０．８
定 山 渓 １，４２５ ３４．２ ６．９

西

区

八 軒 １８，６１２ １９．１ １２．４
琴似・二十四軒 ３０，４２３ ２０．８ ８．２
西 町 ４３，１６２ ２０．５ １２．７
発 寒 北 １７，８９８ ２２．１ １２．２
西 野 ３６，７２０ ２６．５ １２．６
山 の 手 １９，６１８ ２０．０ １２．６
発 寒 ２８，２５９ １８．１ １２．７
八 軒 中 央 １５，７６３ ２１．６ １２．２

手

稲

区

手 稲 ７，７０４ ２４．３ １０．４
手 稲 鉄 北 ２６，９４１ ２４．０ １４．８
前 田 ２８，４１７ ２１．０ １１．０
新 発 寒 １８，４９４ １７．７ １２．５
富丘西宮の沢 ２５，２３３ ２０．２ １３．４
稲 穂 金 山 １７，６１５ ２１．７ １１．９
星 置 １５，６４４ １９．０ １２．２
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� 札幌市の平均世帯人員の推移
札幌市の１世帯平均人員は、平成２２年度は２．１６人となり、右肩下がりで推移している
ことが分かります。これは、高度経済成長期以降、３世代が同居する家族が減少し、子
あるいは孫の世代が独立して生活を営む「核家族化」が進行していることが背景として
あります。
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1.50
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2.50

3.00

3.50

H22H17H12H7H2S60S55S50

（人）

2.59
2.45

2.33
2.25 2.16

2.96

2.75
2.72

〈資料〉総務省「国勢調査」

� 札幌市の６５歳以上の単独世帯・夫婦世帯数の推移
核家族化の進行に伴い、札幌市の６５歳以上の高齢者の単独・夫婦世帯数は、どちらも
右肩上がりに増加しています。さらに平成７年度以降は、単独世帯が夫婦世帯の数を上
回り、一人暮らしの高齢者数が年々増加し、その増加率も上昇しています。近年社会問
題にもなっている孤立死増加の背景にもなっていると考えられます。
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〈資料〉総務省「国勢調査」
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� 札幌市外の転入・転出状況
札幌市外からの転入者数は、６５歳以上の高齢者世代において、年々増加傾向にありま
す。これは、生活の利便性や医療機関の数が多いことなど、他市町村から住環境面での
利点を求めた転入が考えられます。一方で市外への転出はおおむね減少傾向にありま
す。

年 齢
（ ５ 歳 階 級 ）

転 入 者 数 （人） 転 出 者 数 （人）

H２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年

総 数 ６６，７４５ ６６，４７１ ６３，０２１ ６５，８６２ ６３，６２９ ６０，３５７ ５７，５８７ ５５，６６７

� 年 少 人 口
（０～１４歳 ） ８，２８９ ８，１４４ ７，６０２ ８，６２６ ７，６６３ ７，３６６ ７，０８９ ６，６５４

� 生産年齢人口
（１５～６４歳） ５５，０５９ ５４，８７２ ５１，８２０ ５３，４９７ ５４，１７７ ５１，２７０ ４８，６０４ ４７，２５２

� 老 年 人 口
（６５歳以上） ３，３９７ ３，４５５ ３，５９９ ３，７３９ １，７８９ １，７２１ １，８９４ １，７６１

	 ６５～６９歳 ７７５ ８５８ ８３１ ８６５ ４９７ ５２４ ５３０ ４９９

 ７０～７４ ６９２ ６６２ ６４３ ６６２ ３７５ ２９０ ３６０ ３３９
� ７５～７９ ６８４ ６７８ ７１１ ７３４ ３３６ ２８４ ３４４ ３１６
� ８０～８４ ６２３ ６４５ ７４１ ７２３ ３０３ ２９１ ２７５ ２９９
 ８５歳 以 上 ６２３ ６１２ ６７３ ７５５ ２７８ ３３２ ３８５ ３０８

〈資料〉市長政策室政策企画部企画課

� 札幌市出生数の推移
女性一人あたりが、出産する子どもの総数を平均値で示した合計特殊出生率は、平成

２２年度で札幌市は１．０９となっています。これは全国平均と比べても低い値を示し、少子
化が進んでいることが分かります。少子化の進展は、同時に高齢化の伸び率を高めるこ
とに影響しています。

H１５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

札 幌 市
出生数（人）

１４，９９９ １４，７４９ １４，１８４ １４，７３０ １４，４９８ １４，８４５ １４，５０６ １４．７３９

札幌市合計
特殊出生率（％）

１．０２ １．０１ ０．９８ １．０３ １．０２ １．０７ １．０６ １．０９

全 国 合 計
特殊出生率（％）

１．２９ １．２９ １．２６ １．３２ １．３４ １．３７ １．３７ １．３９

〈資料〉厚生労働省
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� 札幌市の要介護等認定の状況
札幌市の要介護等認定の状況を見ると、全体的に年々増加し、特に７５歳以上の後期高
齢者の要介護等の認定者数が顕著に増加しています。高齢者の増加を背景に、支援を必
要とする方も増加しています。
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� 札幌市の障がい者数
札幌市の障がい（児）者総数はおよそ１１万３千人となり、この数は全人口の約５．８％
にあたります。また、年代別に統計が公表されている身体障がい者の年齢区分に着目す
ると、６５歳以上の高齢者が全体の約６５％を占めています。

A
総人口

（H２３．４．１
現在）

身体障がい（児）者

（身体障害者手帳
交付者）

知的障がい（児）者

（療育手帳被交付者）

精神障がい者

（精神障害者保健
福祉手帳被交付者）

中 央
人 人 人 人

２２１，３４４ ８，６４６ ９５５ １，８５９
北 ２７９，０２９ １２，０９０ １，８７２ ２，４１８
東 ２５５，６７２ １１，５２４ １，９１１ ２，１８４

白 石 ２０４，７４９ ９，２２５ １，５８０ ２，００１
厚 別 １２８，６２８ ６，１９８ ９６２ １，０８８
豊 平 ２１２，５７９ ８，７５８ １，３２３ １，６９４
清 田 １１６，７６４ ４，４２３ ７１３ ６７５
南 １４５，４８０ ７，４３７ １，０７７ １，２５３
西 ２１１，２８６ ９，１１３ １，５６０ １，８８２

手 稲 １４０，０１１ ６，３２６ ９８４ １，０７２
総 数 １，９１５，５４２ ８３，７４０ １２，９３７ １６，１２６

〈資料〉札幌市障がい保健福祉概要（平成２３年度版）

身体障がい者年齢区分割合（平成２３年３月現在）

１７歳未満 １，６６６人
１８～６４歳 ２７，７５８
６５歳以上 ５４，３１６
合計 ８３，７４０
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２ 前計画における主な重点事業の成果と課題

� 市民がお互いに支え合う活動の充実 ～住み慣れた街でいつまでも安心して暮らすために～

地区社協の活動強化

地域の福祉活動計画づくり

成 果
○ モデル地区の東区北光地区では、地域
課題の把握と検討をもとに、課題解決に
向けた活動目標が定められ、新たな取り
組みとともにこれまでの事業がレベル
アップされました。
○ また、事業に伴って地域内連携が進
み、地域福祉活動の基盤強化が図られました。

課 題
● 地域の皆さんが主体的に計画づくりに参加するためには、座談会や福祉学習会など
の集まりが大切であり、北光地区での取組事例を伝えていく必要があります。
● より身近な町内会・自治会の自発的な企画や発案を活かせるような環境づくりの支
援を進める必要があります。

� 市民がお互いに支え合う活動の充実 ～住み慣れた街でいつまでも安心して暮らすために～

福祉のまち推進事業の充実

【福祉のまち推進事業（福まち）とは？】
福祉のまち推進事業は、市民の福祉活動への参加により、地域全体でお互いに支えあう環境を
整え、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目的として、平成７年度から実施しています。
各地区社協に「地区福祉のまち推進センター」を設置し、見守り活動、声かけ・訪問活動、研
修会の開催、広報紙の発行、会食会の開催やサロン活動等、地域ごとに積極的に取り組まれてい
ます。市・区社協は、ボランティア活動の振興や PR活動を中心に事業を展開し、地区の活動を
支援しています。
地区福祉のまち推進センターは、平成２２年度には地区社協が設置されている８９地区全てに開設
されました。

地区福まち活動の強化／福まち活動者向け活動の手引きの作成

成 果
○ 福まち活動の基本となる個人情報の適切な取扱
いに関する理解促進が図られました。
○ 町内会・自治会を単位とした福祉活動の円滑な
推進を図る福祉推進委員会の設置に向けた取り組
みが加速しています。

【手引きの作成（H２１事業開始）】

H２１ 個人情報の取り扱い編 １５，６５０部
H２２ 福祉推進委員会の開設・活動編 １４，０００部

【主な取り組み】

「地域の福祉活動計画づくり検討会」の設置
計画の活動目標３本柱の設定
・見守り活動の拡充
・ふれあい訪問活動の充実
・災害時を想定した取り組み
訪問対象者の状況把握
福まち協力員へのアンケート調査

福まち活動の手引き
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課 題
● これらの手引き書が、町内会・自治会において、積極的に活用することができるよ
うな働きかけをする必要があります。
● 町内会・自治会での具体的な実践例等を収集し他地区へ情報提供する必要があります。

地区福まち活動の強化／ご近所パワーアップ事業・次世代リーダー養成研修の開催

成 果
［ご近所パワーアップ事業］
○ 町内会・自治会を中心に関係者が一堂に会し、専
ら地域福祉について話し合いを行うことにより、
地域の実態や福祉課題に対する共通認識をもつこ
とによって、地域力の向上につながりました。
○ ワークショップによる話し合いにより、町内会
・自治会相互の情報交換が深められました。
取り組み期間 地 区 名
H２０～H２１ 大通、屯田、平岡
H２１～H２２ 栄東、白石東、もみじ台
H２２～H２３ 美園、藻岩、山の手、手稲鉄北

［次世代リーダー養成研修の開催］
○ 地区福まち活動の次世代を担う活動者同士が集い、福まち活動の現状と将来展望の
理解、参加者同士の情報交換、先進的な活動等を学び、安定した継続的な福まち活動
を行っていくための人材の養成を図ることができました。

課 題
ご近所パワーアップ事業で取り入れた「ワー
クショップ手法」などのノウハウを、他地区へ
情報提供することにより、地域における新しい
担い手の確保を進める必要があります。

地区福まちの拠点の拡充と財政強化に向けた取り組み／地区福まち拠点の拡充

成 果
○ 平成２２年度までに全８９地区中６３地区まで設置が進みました。地域事情もあり拠点整
備は僅かながら増えている状況です。
○ 拠点を「ふれあい・いきいきサロン」にも活用
するなど、利用内容の充実も図られてきています。

課 題
さらに地域情報の収集に努め、福まち拠点の設置
に向けた働きかけを行うとともに、拠点の有効活用
を図り、福まちがより市民に近い存在となるような
支援を進める必要があります。

【次世代リーダー養成研修 参加者数の推移
（単位：人）】

年 度 H２０ H２１ H２２ 合計
受講者数 １７ ２０ １９ ５６

手稲鉄北地区におけるご近所パワーアップ事業の様子

【活動拠点設置の推移（単位：地区）】
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地区福まちへの幅広い市民の理解と参加促進／
福まちリーフレット・ポスターの作成 福まちウィーク事業の実施 福まち学習会の開催

成 果
［福まちリーフレット・ポスターの作成］
○ 市民啓発や福まち研修等に活用し、住
民理解が促進されました。
［福まちウィーク事業の実施］
・福まち活動写真・広報紙コンクール
○ 活動者の取り組みを賞賛し、地域活動
の士気を高めることができました。
○ 併せて、地域住民の活動である趣旨を
市民に理解いただく機会となりました。
・小学生の描く「人にやさしい福祉のまち
づくりポスター」作品展の開催
○ 児童だけでなく、その親も含めた地域
福祉に対する意識の醸成につながりまし
た。
［福まち学習会の開催］
○ 活動に対する理解を求め、参加を呼び
掛けることにより、福まち活動の担い手（人材）の拡大を図ることができました。

課 題
● 活動写真展・広報紙コンクールなどは、さらに市民に関心を持っていただくための
取り組みを検討する必要があります。
● 小学生のポスター展は、小学校への周知方法・働きかけの工夫を図り、市民への関
心喚起につなげる必要があります。

地域見守りサポーター制度／「地域見守りサポーター」養成講座の実施

成 果
○ これまで地域福祉に関わる機会が少なかっ
た企業や学生に対して、「見守り活動」を通
じてアプローチすることができました。
○ 見守り活動をより身近なものとして、幅広
く市民に普及・啓発することができました。

課 題
● 養成講座修了後の登録者を地区社協・福ま
ちなどの地域活動に結びつけるための仕組み
づくりを進め、地域の新しい人材の確保を図
る必要がます。

【受講者数（H２２事業開始）】

年 度 H２２
回数・受講者数 ３２回１，４１２人

【応募状況（H２１事業開始）】

年 度 H２１ H２２
作品数 １６３点 ２５９点

【応募状況（H２１事業開始）】

年 度 H２１ H２２
写 真 ７６点 ６９点
広報紙 ３５点 ３４点

作成物 作成数・活用方法

リーフレット
５，０００部、市民啓発及び研修
等に活用

ポスター
７００枚、公共機関、各種学校
等に掲示

【開催状況】

年 度 H２０ H２１ H２２
開催数 ５地区 ５地区 ５地区

受講修了証の携帯ストラップ「まもりん」
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� 市民がお互いに支え合う活動の充実 ～住み慣れた街でいつまでも安心して暮らすために～

ふれあい・いきいきサロンの普及と拡充

【ふれあい・いきいきサロンとは？】
「ふれあい・いきいきサロン」は、一人暮らしの高齢者・障がい者や子育て家庭等、日々の生
活に寂しさや不安を抱えている方々の孤独感の解消や生きがいづくり等を目的に、住民同士が身
近な地域において、日常的な交流や親睦を図るための「たまり場（サロン）」を創り上げていく
活動です。市・区社協は、サロン活動の普及のため、設立や運営の助言、活動費の一部助成等の
支援を行っています。

成 果
○ ホームページによる紹介、DVDの作成等により、サロン活動の理解や周知が図ら
れ実施団体が増加しました。
○ 民生委員や地域包括支援センター等の関係機関との連携ができ、町内会範囲での見
守り・安否確認活動の拡大にもつながりました。
○ 地域サロン（集いの場）実態調査により、市民に情報を提供することができました。

課 題
● 登録団体の詳細把握やサロン活動情報の収集
の仕組みづくりを進める必要があります。
● 新規サロン開設相談者とサロン活動実践者と
の橋渡しの機会、開催場所の開拓、世代間交流
の実現の促進などを進める必要があります。

� 市民がお互いに支え合う活動の充実 ～住み慣れた街でいつまでも安心して暮らすために～

福祉除雪サービス事業の充実

【福祉除雪サービス事業とは？】
福祉除雪サービス事業は、高齢者や障がい者世帯等が居住する住宅において、地域住民・団体
等の協力のもと、公道の道路除雪後の間口の固い雪等を除雪し、同時に声かけ・安否確認をして
もらうことで冬季間を安心して暮らしていただくことを目的に、平成１５年から実施しています。
市・区社協は、地域協力員の募集・発掘、利用世帯とのペアリング等を行っています。

成 果
○ 地域の企業のほかに、大学生に対して
地域協力員への働きかけを行い、活動者
が徐々に増えています。
○ 区社協による積極的な地域協力員の呼
びかけにより、登録者が増加しました。

課 題
不足している地域協力員の確保を図るために、学生
をはじめ若い世代の参加拡大に向けた取り組みを進め
るとともに、市民ニーズに対応する除雪内容の改善に
向けての検討が必要です。

【実施状況】

年 度 H２０ H２２
利用世帯 ４，１１８世帯 ４，１５７世帯

地域協力員数 ２，６２５人 ２，９０４人

【活動状況】

年 度 H２０ H２２
登録数 ３７３か所 ４５０か所
実施回数 ６，７１０回 ８，７４９回
参加人数 １０６，５６６人 １４０，２３８人

札幌大学での地域協力員説明の様子
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� 市民がお互いに支え合う活動の充実 ～住み慣れた街でいつまでも安心して暮らすために～

ボランティア活動の振興・普及の強化

【ボランティアセンターとは？】
多様化する福祉ニーズと高まるボランティア活動への期待に応えるため、昭和５４年度に市社協
にボランティアセンターを設置し、ボランティア活動の啓発、その人材発掘と研修、相談、登
録、需給調整、調査・研究等を行っています。区社協においてもボランティアセンターとしての
機能を発揮し、相談、登録、需給調整、研修等、ボランティア活動の拠点としての役割を担って
います。

団塊の世代のための福祉啓発事業／団塊がゆく研修会、フォーラム等の開催

成 果
○ 団塊世代向けのセミナーを実施し、ボランティア活動
の理解と促進を図りました。
○ ボランティア大学（札幌ときめき大学）の新設によ
り、ボランティア活動への市民参加が促進されました。
○ 様々な研修やフォーラムを企画・実施し、多種多様な
ボランティア活動の理解が広がり、活動者を増やすこと
につながりました。

課 題
研修修了生に、ボランティア活動に取り組んで
いただくため、市・区ボランティアセンターの
コーディネート機能を強化するとともに、新たな
ボランティア層を掘り起こすため、研修内容等を引き続き検討する必要があります。

災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルづくり／マニュアルの作成

成 果
○ 札幌市での災害時におけるボランティアの受入体制を
まとめた「災害ボランティアセンター設置・運営マニュ
アルと概要版」をそれぞれ４０００部、８０００部作成し、配布
しました。
○ 災害支援ボランティア養成のほか、出前講座の実施に
より、市民への普及啓発が図られました。
○ 東日本大震災（H２３．３．１１）に伴う東北復興ボランティ
アバスの企画・運行により、災害ボランティアの活動を
支援しました。（８回３１８人参加）

課 題
札幌市・区災害ボランティアセンターの役割等について
引き続き普及・啓発をすすめるとともに、災害支援ボラン
ティアの養成、災害ボランティアセンターの運営に携わる
ボランティアの実務研修の継続的な実施が必要です。

【ボランティア登録者数】

年 度 H２０ H２２
個 人 ４７６人 １，０８５人

団 体
５３１団体
３０，４７０人

６７２団体
４２，８７０人

「札幌ときめき大学」の卒業生

災害ボランティアセンター設
置マニュアルと概要版

東日本大震災被災地でのボラ
ンティアバス参加者による復
興支援活動の様子
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「福祉教育」の推進／生徒向け福祉教育副読本、教員向け福祉体験アイディア集の作成

成 果
○ 小学校５・６年生向け「福祉教育副読本」の作
成・配布により、生徒の福祉に対する関心を高め
ることができました。
○ 教員向け「福祉体験アイデア集」を作成・配布
したことで、福祉教育を進める学校との連携が強
化され、総合学習での福祉の取り組みを拡大する
ことができました。
○ 総合学習等に、障がいのある方を講師として派
遣することで、障がいに対する理解がより一層深
まりました。

課 題
● 福祉教育現場の現状をさらに把握する
とともに、福祉教育に関する普及・啓発
を進める必要があります。
● 副読本及び福祉体験アイデア集が効果的に活用される機会の検討が必要です。

� 福祉サービスの利用者を支える活動の充実 ～住み慣れた街で自立して暮らすために～

高齢者・障がい者生活あんしん支援センターの運営

【高齢者・障がい者生活あんしん支援センターとは？】
高齢者や障がい者が、地域で安心して暮らすことを支援するために、福祉サービスの情報を提
供するとともに、福祉サービス苦情相談、障がい者あんしん相談、高齢者虐待相談をはじめ、適
切に制度が利用できるための総合的な福祉相談の窓口として、市社協内に開設しています。

日常生活自立支援事業 成年後見事業（法人後見）

成 果
［日常生活自立支援事業］
○ 事業チラシ（２１，０００部）及びパンフ
レット（２０，０００部）に加え、研修等にお
ける事業説明を展開したことにより事業
周知が進み、相談調整件数が大幅に増加
しました。
○ これに伴って、契約者数も増えました。
［成年後見事業］
○ 事業周知に伴い、市民や関係機関から寄せられる相談件数が、２年で５倍以上に増
加しました。
○ 身寄りがなく、判断能力のない方で、家庭裁判所が市社協を適任と判断した場合
に、法人として、後見人に就任する支援を始めました。

【発行部数】

生徒向け福祉教育読本
H２１ ３５，０００部
H２２ １５，５００部

教員向け福祉体験アイデア集 １０，０００部

【日常生活自立支援事業の実績】

年 度 H２０ H２２
相談調整件数 １０，２２９件 １７，００７件
契 約 者

（認知症高齢の方）
（障がいのある方）

２３０人
（１４５人）
（８５人）

２８３人
（１７７人）
（１０６人）

専門員数 ６人 ７人
生活支援員登録数 ３７２人 ３８３人

生徒向け「福祉教育副読本」と教員
向け「福祉体験アイデア集」
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課 題
● 権利擁護に関する市民への啓発は十分とは言えず、市
民並びに関係機関への事業周知を図る必要があります。
● 身近な窓口設置など相談機能の強化と、契約者の増加
に対応した専門員の適正な配置を目指します。
● 認知症高齢者や障がい者など、判断能力の低下により
支援を必要とする方々が増加しており、成年後見制度に対する市民の理解と関心を広
めるための普及啓発をさらに進める必要があります。

福祉サービス苦情相談 障がい者あんしん相談 高齢者虐待相談

成 果
○ 福祉サービス苦情相談では、相談に対して
事業所等への説明や助言を行い、適切な苦情
解決を図りました。
○ 障がい者あんしん相談では、障がいのある
方の不安や困りごとに対し、適切な助言を行
うとともに、法律相談により人権や金銭トラブル等の法的解決を図りました。
○ 高齢者虐待相談では、虐待に関する通報等を受け、緊急性の高いものについては、
直ちに行政機関につなぎ、虐待問題の解決を図りました。

課 題
● 各種相談が市民にとって、より利用しやすい相談体制となるよう整備を進める必要
があります。
● より専門的な相談に対応するために各種相談機関との連携強化を図る必要があります。

� 福祉サービスの利用者を支える活動の充実 ～住み慣れた街で自立して暮らすために～

低所得世帯等への支援の推進

成 果
○ 経済不況等の理由による生活課題に対応し
た個別相談と関係機関への情報提供等の支援
を行いました。
○ 行政等の関係機関との連携協力による経済
的自立支援に伴う資金の貸付を行いました。

課 題
● 長引く不況により、生活困窮者が増加してお
り、貸付相談を通じての経済的自立を支援するた
め、市民への各種貸付資金制度の周知をさらに進
める必要があります。
● 関係機関との連携を強化し、総合的な相談支援
をさらに進める必要があります。

【成年後見事業の実績】

年 度 H２０ H２２
相談調整
件数 ５８件 ３１５件

法人後見
就任数 ２件 ３件

【各種相談事業の実績】

年 度 H２０ H２２
福祉サービス苦情
相談 ４０３件 ３９３件

障がい者あんしん
相談（法律相談）

２，２９３件
（２５件）

２，１９２件
（１３件）

高齢者虐待相談 ６１件 ４６件

【貸付件数】

年 度 H２０ H２２
生活福祉資金 ２４８件 １，１０８件
応急援護資金 １４９件 ９５件

生活福祉資金と応急援護資金の案内チラシ
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� 協働とネットワークの強化 ～力をあわせる仕組みをつくるために～

広報・啓発活動の充実強化

成 果
○ 企業貢献や地域の福祉情報を広報紙で周
知するとともに、ホームページを改良し、
利用機能を強化したことでアクセス数が増
加し、周知・広報活動の強化につながりま
した。
○ 「さっぽろの社協」概要版を新たに作成
し、社協活動の理解を広げました。
○ 情報センターでは、市民並びに関係者か
らの要望に沿った福祉専門図書を充実させ
ました。

課 題
関係機関・団体との連携や周知方法を工夫
するとともに、市民の要望に対応できるよう
な情報の収集及び提供方法を検討する必要が
あります。
また、情報センターにおける情報発信のあり方についても検討する必要があります。

障がい者関係団体とのネットワークの強化

成 果
○ 各区で自立支援協議会地域部会に参画した
ことで、関係団体等との連携強化が図られま
した。
○ 障がい者講師等派遣事業の実施により、障
がい者を講師として養成し、企業、学校、町
内会、福まち等に派遣することで、福祉教育
の一役を担っていただく仕組みを作りまし
た。

課 題
出張研修の依頼先について、学校が約７割を
占めているため、企業や町内会等の地域団体に
も PRを強化し、障がいの理解を広める必要が
あります。
また、学校からの依頼が多い、視覚、車い
す、聴覚以外の知的や精神、内部障がいのある
方々の養成にも力をいれていく必要がありま
す。

【ホームページアクセス数】

年 度 H２０ H２２
ホームページ
アクセス数 ５９，３４０件 ８２，０９０件

【情報センター資料数】

年 度 H２０ H２２
図書資料数 ３６，９８６冊 ４０，８１３冊

【H２２障がい者講師養成講座】

講座開催数 参加者数
全７回 １７人

【H２２障がい者の講師派遣】

派遣回数 受講者数
２８回 １，４５１人

さっぽろの社協概要版

障がい者講師等派遣事業PR講演会の
様子
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第３章 計画の基本理念と基本目標

基本理念 基本目標

だ
れ
も
が
孤
立
せ
ず
に

お
互
い
に
支
え
合
う

や
さ
し
い
街
づ
く
り
の
実
現
に
向
け
て

� 市民がお互いに支え合う活動の推進

○住みなれた街でいつまでも安心して暮らすために
・子育て世帯や孤立する高齢者、障がい者など、地域におけ
る新たな福祉課題・生活課題に対応できる、地域社会・住
民の力が集まる仕組みづくりを進めます。
・社会的な問題等から生まれる孤立死、虐待、消費者被害な
どをできる限り防ぐために、「見守り訪問活動」を中心と
した地域福祉活動を進めます。

� 福祉的な支援を必要とする方々を支える活
動の推進

○住みなれた街で安心・安全で自分らしく生きていくために
・高齢者や障がい者、子育て世帯等が安心・安全で自分らし
い生活を送ることができるように、日常生活等の包括的・
継続的な支援をします。
・市民の権利を擁護し、適切に制度やサービスが利用できる
よう支援します。
・福祉従事者の連携強化と技術の向上に取り組み、各種福祉
サービスの質の向上を図ります。

� 地域の社会資源との連携・協働によるネッ
トワークの推進

○さまざまな社会資源が力をあわせるために
・多くの市民参加の促進を図るために、地域福祉に関する情
報の集約、共有化を推進します。
・福祉への理解と関心を高めるため、福祉教育を推進しま
す。
・地域における各種関係団体の連携・協働の仕組みづくりを
進めるため、ネットワークの場（機会）をつくります。
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具体的取り組み

１ 地区社協の活動強化
� 地域におけるネットワークの推進
２ 福祉のまち推進事業の充実
� 地区福まち活動の充実・強化
� 地区福まちの拠点の拡充と財政強化に向けた取り組み
� 地区福まちへの幅広い市民の参加促進
３ ふれあい・いきいきサロンの普及と拡充
４ 福祉除雪サービス事業の充実
５ ボランティア活動の振興・普及の強化
� 市・区ボランティアセンターの運営
� 福祉人材確保のための福祉啓発事業の推進
� 市・区災害ボランティアセンターの推進
� 福祉教育の推進

１ 高齢者・障がい者生活あんしん支援センターの運営
� 日常生活自立支援事業の推進
� 成年後見事業の推進
� 福祉サービス苦情相談
� 障がい者あんしん相談
� 高齢者虐待相談
２ 福祉サービスの質の向上
３ 地域包括ケアシステムの推進
４ 低所得世帯等への支援の推進

１ 広報・啓発活動の充実強化
２ 市民への福祉情報の提供
３ 福祉教育の推進（再掲）
４ 障がい者関係団体とのネットワークの強化
５ 企業等が参加しやすい福祉貢献の環境づくり
６ 地域での子育て支援の充実に向けた環境づくり
７ 地域におけるネットワークの推進（再掲）
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第４章 計画における新たな取り組み

新たな取り組み 新たな取り組みの背景・概要

地区福祉活動座談会
～地域福祉の明日を考える！～

→２２ページ
第５章 具体的な取り組み
�－１－�
�「地区福祉活動座談会の開
催」参照

○「いくつになっても、住みなれた地域で元気で
自分らしく暮らしたい」これは市民みんなの願
いです。
○この願いを実現するためには、地域の社会資源
が縦割りで断片的にサービスを提供するのでは
なく、地域におけるニーズや実態を把握すると
ともに、必要な情報を地域と関係者が共有し役
割分担していくことが求められます。
○地区社協・福まち関係者と地域内の関係機関・
団体関係者等が一堂に会する「座談会」を市・
区・地区が一体となり札幌市内全地区での開催
を進めます。

地域福祉トータルケアモデル事業
～地域におけるネットワークを

進めます！～

→２２ページ
第５章 具体的な取り組み
�－１－�
�「地域福祉トータルケアモデ
ル事業の実施」参照

○都市部では高齢者人口、認知症高齢者、高齢者
ひとり暮らし世帯・高齢夫婦のみ世帯等が増加
しており、介護保険サービスのみならず、地域
での助け合い、支え合いの推進・支援がますま
す必要とされています。
○モデル地区を全市で１地区指定し、住みなれた
地域で、できる限り要介護状態にならない予防
の取り組み、見守りやゴミ出し、金銭管理など
の生活支援サービスの充実を図るための支援を
推進します。

見守り・訪問活動強化事業
～全市に広げよう

「声かけの輪」！～

→２６ページ
第５章 具体的な取り組み
�－２－�
�「見守り・訪問活動強化事業
の実施」参照

○６５歳以上のひとり暮らし世帯や高齢夫婦世帯が
急増するとともに、このような世帯の札幌市外
からの転入者も増加しています。
○これらの方々への「見守り・訪問活動」を強化
し地域での孤立死、虐待、消費者被害などの予
防・早期発見の仕組みづくりを、市・区・地区
社協が一体となり目指します。
○毎月３日を「見守り・訪問の日」として活動の
啓発日として定めます。

地区福まち拠点活性化事業
～活動拠点の有効活用を

進めます！～

→２６ページ
第５章 具体的な取り組み
�－２－�
�「地区福まち拠点活性化事業
の実施」参照

○現在、地区福まちの拠点は８９ヵ所中６４ヵ所に整
備されておりますが、その取り組みは、地区の
実情においてまちまちであり、そのスペースを
有効活用できていない地区もみられるのが現状
です。
○地区福まちの拠点が、「よろず相談所」として
の相談体制を整備し、情報発信やニーズ把握機
能を高めて、より市民に近い存在となるための
支援を市・区社協が一体となり推進します。
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新たな取り組み 新たな取り組みの背景・概要

ふれあい・いきいきサロン縁結び
事業
～ふれあい・いきいきサロンの

輪を拡げます！～

→３０ページ
第５章 具体的な取り組み
�－３
�「ふれあい・いきいきサロン
縁結び事業の実施」参照

○人間関係の希薄化、ひとり暮らし世帯等の増加
により、人と人とがふれあう機会づくり、高齢
者、障がい者、子育て家庭等の交流を促進する
ことがますます求められています。
○地域の学校や商店街の空き店舗等を活用し、単
位町内会など、より住民に身近な地域でのふれ
あい・いきいきサロンの開設につながるための
支援を市・区社協が一体となり推進します。

災害時地域支え合い普及・啓発事業
～災害時の支え合いの心を

広めます！～

→３６ページ
第５章 具体的な取り組み
�－５－�
�「災害時地域支え合い普及・
啓発事業の実施」参照

○東日本大震災や台風等による地震や豪雨などの
大災害が頻発しております。今回の災害や過去
の災害からも、普段から、災害に備えての防災
・減災についての基本的知識や隣近所のお付き
合いが災害時の助け合い・支え合いに繋がるこ
とが教訓として残されています。
○札幌市には、震度６以上の地震を誘発する潜伏
活断層が存在しており、いつ襲ってくるかわか
らない大規模災害に備えて、出前及び集合型研
修を開始し、災害時から平時の見守り活動への
参加者層の拡大を図ります。

成年後見制度を支える市民後見人
の養成に向けた調査研究事業
～成年後見制度の理解を

広めます！～

→４０ページ
第５章 具体的な取り組み
�－１－�
�「成年後見制度を支える市民
後見人の養成に向けた調査研
究事業」参照

○認知症高齢者等の判断能力が低下した方の、権
利や財産を守るために、成年後見制度の活用が
望まれます。
○成年後見制度は、本人の身上監護や、日常生活
における契約や費用の支払いなどに関すること
を、本人に代わって成年後見人等が支援しま
す。
○認知症高齢者等の急増に対応していくために、
社会貢献への意欲や倫理観が高く、成年後見制
度に理解がある「市民後見人」の養成の必要性
について、調査・研究を行い、札幌市における
権利擁護を推進します。
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第５章 具体的な取り組み

� 市民がお互いに支え合う活動の推進

１ 地区社協の活動強化

� 地域におけるネットワークの推進

【目標】地域住民が集まり、地域福祉課題を共有し、問題解決に取り組む活動を推進します
地域福祉の推進のためには、地域のことや地域住民をよく知り、困っていることを発見し、地
域全体で共有することが重要です。
同じ地域で暮らす住民が、日ごろの生活の中での困りごとや不安などの意見を出し合い、福祉
課題を発見・共有し、解決に向けた意見交換・情報交換をする場として「地区福祉活動座談会」
の開催や、地域福祉課題を整理し、これからの地区の活動目標や活動内容を定める「地域の福祉
活動計画づくり」を支援することで、福祉のまちづくり意識の向上、地域福祉活動の実践、地域
における問題解決能力の向上を目指します。
また、行政・社協・地域包括支援センター・福祉サービス事業者等の協力や支援を受けなが

ら、地域が中心となって、福祉課題を抱える世帯の生活上の不安や、悩みを解決に導き、安心し
て暮らすことができる体制づくりを目指す「地域福祉トータルケア」の構築を推進します。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�地区福祉活動座談会の開
催［新規事業］

地区社協（福まち）の関係者と地域内の関係機
関・団体等が一堂に会する「座談会」を市内全地
区で開催していきます。座談会では、「地域の目
指す姿」を地域住民の立場で語り合い、地域で取
り組めること、行政や社協や関係機関・団体の事
業に反映することなどを明らかにしていきます。
また、活動計画の取り組みを地域とともに振り返
り、情報共有する機会としても位置づけます。

地域福祉課

�地域の福祉活動計画づくり

地区社協と福まちの関係及び町内会・自治会と
の関係性を整理し、住民座談会や福祉学習会の開
催により地域福祉の連合体としての地区社協を中
核としたより実践的な福祉活動計画を策定してい
きます。年間１地区をモデル地区に指定し、アン
ケート等による住民ニーズを把握して、指定地区
の特性や実情にあった独自の実践計画の策定によ
り、一層充実した地域福祉活動を目指します。
本計画づくりをとおして得たノウハウや効果をま
とめ、他地区における福祉活動の参考になるよ
う、情報を提供します。

地域福祉課

�地域福祉トータルケアモ
デル事業の実施［新規事
業］

全市で１地区をモデル地区に指定し、地区福ま
ち・地域包括支援センター、区社協が中心とな
り、できる限り要介護状態にならないための予防
の取り組みや、見守りやゴミ出しといった生活支
援や財産管理などの権利擁護サービス等の個別支
援に係る実践推進を図ることで、全市に拡大する
ためのノウハウや知識を高めます。

地域福祉課
自立支援課
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【事例・成果】

○ 年１回、地区福祉活動座談会を開催することで、地域の福祉課題や地域で取り組む福祉活動
の検討の場となり、課題解決に向けての住民同士や地域関係機関等と話し合いの場や情報交流
の場ともなります。また、地域のニーズや福祉課題、その対応への意見や要望を行政や関係機
関に伝える機会ともなります。
○ 地区の活動計画策定にあたり、全単位町内会にアンケートやヒアリングを実施し、地域の福
祉課題が明らかになってきました。幅広い地域関係者の参加により、自分の住んでいる地域を
見つめ直し、地域の課題を発見し、その解決を図るため、これからの地区の活動目標や活動内
容を定める「地域の福祉活動計画づくり」に取り組みます。策定した計画を広く地域住民に周
知することで、地域の福祉活動に関心を持ってもらい、活動に取り組む人材の発掘に繋がりま
す。
○ 「地域福祉トータルケアモデル事業」のモデル地区指定を受けた地区並びに単位町内会にお
いて、認知症や高齢者被害への普及啓発、見守りやゴミ出し、除雪等の生活支援サービスへの
取り組みの働きかけや進め方の協議、専門機関の指導による専門的知識の取得や専門機関との
連携等を行い、地域福祉トータルケアへの理解促進を図ります。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業の実施 ・市社協と連携
した事業の企
画運営
・地区社協での
実施支援

・区社協と連携
した事業の企
画
・関係機関との
連絡調整

・福祉のまち推進センター
・連合町内会
・民児協
・社会福祉施設
・関係機関・団体
・学校、企業
・行政

３０地区 → ８９地区

※１区年３地区以上

・事業の実施 ・市社協と連携
した事業の企
画運営
・地区社協での
実施支援

・区社協と連携
した事業の企
画
・関係機関との
連絡調整

・福祉のまち推進センター
・町内会
・民児協
・老人クラブ
・社会福祉施設
・学校

２３年度１地区

２４～２５年度
各１地区→計３地区

※終了後、報告書（手
引き）を作成

・事業の実施 ・市社協と連携
した事業企画
運営
・地区への支援
・関係機関との
連絡調整

・区社協と連携
した企画運営
・関係機関との
連絡調整

・福祉のまち推進センター
・地域包括支援センター
・介護予防センター
・連合町内会（町内会）
・民児協
・福祉サービス事業所
・行政

１地区（３年間指定）
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２ 福祉のまち推進事業の充実

� 地区福まち活動の充実・強化

【目標】地域全体が「見守り」を合い言葉とした福祉活動を推進します
札幌市の高齢化率は、超高齢社会の基準となる２１％を目前にしています。こうした背景を踏ま
え、「孤立死の防止・早期発見」や「ゴミ出し」といった日常的な生活課題に対応していくた
め、これまで以上に地域の関係機関が連携した「見守り」活動の推進を図っていきます。地区福
まちセンター活動においては、町内会・自治会単位に見守り等の活動を行う「福祉推進委員会」
の設置を促進するほか、福祉情報の共有化、見守り活動意識の高揚と実践力の向上に結び付ける
事業を展開してまいります。また、地域福祉活動の基盤整備を図るために、様々なアプローチを
展開し、併せて、一般住民も活動に参加できる仕組みづくりを進めます。地域全体が「見守り」
を合言葉とした福祉活動を展開していくための取り組みを積極的に進めてまいります。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�地区福まち、福祉推進委
員会の日常支援活動の推
進

地域で支援が必要な方への見守りをはじめとす
る日常生活支援活動をさらに推進していくため、
市・区社協が一体となり、町内会・自治会に対す
る福祉推進委員会の設置を推進し、福祉推進委員
会が活動しやすい環境を地区福まちが担っていく
体制整備を図っていきます。

地域福祉課

�社協ホームページにおけ
る地区福まち情報の充実

各地区福まちの活動状況や全市的な動向を社協
ホームページへ適宜掲載することにより、福まち
の活動者はもとより、一般市民等に対する福まち
情報の充実を図ります。

地域福祉課
総務課

�福まち活動者向け「活動
事例集」や「訪問マニュ
アル」等の作成・発行

各福まち実践者からの要望が多く、研修会等に
活用されている各種手引きに引き続き、福祉推進
委員会で行われている先進的な活動を事例集とし
てまとめるほか、福まち２０周年に際し先人達の知
恵をまとめた冊子も作成し発行していきます。

地域福祉課

�地域の福祉活動計画づくり
モデル事業の実施（再掲）

�－１－�－�に集約

	市民活動フォーラムの開催

これまで福まちが培ってきた地域福祉活動の成
果と方策を、より多くの市民や関係団体に対し発
信するとともに、多様な団体の参画と連携による
地域福祉活動の充実・強化を目指し、市民活動
フォーラムを開催します。また、福まち２０周年に
向けた開催内容の検討も進めていきます。

地域福祉課


ボランティア研修セン
ターにおける各種福まち
研修の充実

札幌市ボランティア研修センターにおいて開催
している、地区福まち活動者を対象とした各種研
修を充実します。また、地域に出向いて行う福ま
ち出張研修についても、区社協と連携を密に図り
ながらより充実していきます。

ボランティア
センター
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【事例・成果】

○ 地区福まちセンターと町内会・自治会が、懇談会や研修会を通じて相互理解を深め、地域課
題の共有と解決を図ることにより、町内会を単位とした「見守り」活動が展開されるようにな
りました。区社協が協力して、研修による個人情報（名簿）の適切な取り扱い方法をルール化
し、民生委員や福祉推進員との関係性をしっかりと受け止めて、歩いて行ける範囲（町内会）
の「見守り」活動（福祉推進委員会の設置）を地区福まちセンターが積極的に支援していく体
制づくりが完成しつつあります。
○ 日頃から地域の福祉活動に理解の深い老人クラブの会員さんから、朝方、新聞が溜まってい
るお宅があるとの連絡が民生委員にありました。福祉推進員と一緒に安否確認に行ったとこ
ろ、既に死亡している高齢者を発見、臨機の措置を行いました。前日にお亡くなりになってい
たとのことで、早期発見しご家族に引き継ぐことができました。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・福祉推進委員
会の設置推進

・地区社協での
実施支援

・区社協と連携
した事業の企
画
・関係機関との
連絡調整

・福祉のまち推進センター
・福祉推進委員会
・町内会
・民児協

福祉推進委員会の設置
１２００単町 →

１５００単町
※全単町における７
割の設置を目指す

・情報収集・発
信の協力

・情報収集・発
信

・情報収集・発
信

・関係機関・団体 ホームページ適時更新

・事例集等の活
用

・事例集等発行に向
けての企画協力
・地区への配布
・事例集等の活用
による活動推進

・事例集等発行
に向けての企
画・発行

・福祉のまち推進センター
・福祉推進委員会
・町内会
・民児協

３冊 → ６冊

※２４～２６年度にかけ
て年間１冊

・参加協力 ・協力 ・事業の企画・
実施

・福祉のまち推進センター
・連合町内会
・民児協
・社会福祉施設
・関係機関・団体
・行政

毎年１回

・参加協力 ・市社協と連携
した事業の企
画運営
・地区社協への
支援

・事業の企画・
実施

・福祉のまち推進センター
・連合町内会
・民児協

（研修メニュー）
３０講座→１５０講座
（出前研修）
５０講座→２５０講座

２５



具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�見守り・訪問活動強化事
業の実施［新規事業］

急増する６５歳以上の一人暮らし世帯や高齢夫
婦、また、札幌市外からの転入高齢者などを見守
り支援するとともに、社会的問題から生まれる孤
立死、虐待、消費者被害などの問題等にできる限
り予防・早期発見し対応する仕組みづくりを進め
るため、福まちの「見守り・訪問活動」の強化を
図ります。

地域福祉課ア）見守り・訪問活動日の
制定［新規事業］

「見守り・訪問の日（毎月３日）」を制定し、
ポスター等による掲示により、見守りの意識啓発
を図ります。また、ホームページでの PRも進め
ます。

イ）「地域見守りサポー
ター」養成講座の充実

見守り活動への参加を促進するため、これま
で、日中、仕事や学校等で活動できなかった方々
が、見守り活動に参加していけるように、「地域
見守りサポーター養成講座」を引き続き実施しま
す。また、見守りに対する理解を深めるため、引
き続テキストを利用していきます。

� 地区福まちの拠点の拡充と財政強化に向けた取り組み

【目標】地区福まちの活動拠点の整備を進め、活動の活性化を図ります
地区福まちの拠点は、全８９地区中６３地区まで設置が進んでいます。活動拠点は、地域関係者が
集って様々な活動情報を交換するほか、地域が抱える福祉課題の解決に向けた話し合いや個別の
ケース検討などを経て、地域の福祉力を高める成果を生み出します。引き続き、拠点の設置を進
めるのは勿論のこと、相談、情報発信の機能を高め、より地域住民に近い福祉活動拠点の充実を
図っていきます。
自主財源創出の事例、各種助成金の活用等による地区福まち活動を財政的側面から支援してい
きます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�地区福まち拠点活性化事
業の実施［レベルアップ
事業］

地区福まち拠点が、情報発信機能を高めて、よ
り市民に近い存在となるための支援を市・区社協
が一体となって推進します。
身近な地域での「（仮称）よろず相談」として
の相談体制の整備支援や、地区福まちへの期待や
地域における困りごと等を把握するための「（仮
称）ご意見箱」の設置を進めます。また、福まち
活動や地域イベント等の情報を発信するための
「（仮称）活動情報かわら版」の設置などを進め
ます。

地域福祉課

�自主財源強化に向けた支援

助成金の活用方法、自主財源確保のあり方等を
検討するとともに、自主財源確保のための事例の
紹介やアドバイスなどを行い、地区福まちの財政
強化を支援します。

地域福祉課
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事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業の実施 ・市社協と連携
した事業の企
画運営
・地区社協での
実施支援
・関係機関との
連絡調整

・区社協と連携
した事業の企
画運営
・関係機関との
連絡調整

・福祉のまち推進センター
・福祉推進委員会
・町内会
・民児協
・行政

７５地区 → ８９地区

・事業の企画・
実施

・市社協と連携
した事業の実
施

・区社協と連携
した事業の企
画・実施

・参加協力 ・市社協と連携
した事業の実
施

・区社協と連携
した事業の企
画

・見守りサポーター
H２２ １，４００人

↓
H２９ １０，０００人

【事例・成果】

○ 地区福まち活動拠点において、各月で各単町の福祉推進員代表者会議及び各種打ち合わせ会
議を開催しているほか、相談事業や電話による高齢者の安否確認も行われています。
○ 連合町内会が実施する募金活動の配分を受け、「救命救急情報ポスト」を配布するなど、目
に見える形で福祉活動に生かしています。
○ 区社協の賛助会費を地区で集め、そのうち約８割が還元され、福祉推進委員会活動の財源と
して活用されています。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業の実施 ・市社協と連携
した事業の企
画運営
・地区社協での
実施支援

・区社協と連携
した事業の企
画運営
・関係機関との
連絡調整

・福祉のまち推進センター
・連合町内会
・民児協
・関係機関・団体
・行政

（拠点開設地区）
６３地区 → ７９地区
（よろず相談実施）
２５地区 → ７９地区
（ご意見箱設置）
３０地区 → ７９地区
（活動情報かわら版
設置）
４０地区 → ７９地区

・事業の実施 ・地区社協での
実施支援

・事業の企画
・関係機関との
連絡調整

・企業、商工会
・連合町内会
・関係機関・団体

－
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 地区福まちへの幅広い市民の参加促進

【目標】様々な機会を通じて、地区福まち活動の認知度を高め、幅広い市民の参加を促進します
地区福まち活動の充実とともに、地域住民への認知度も着実に広がっています。一方、住民の
地域福祉活動への必要性を理解いただき、幅広い市民参加を得ていくためには、継続した様々な
取り組みが必要です。
現代の多様な生活様式に応じた広報媒体を活用しながら、様々な場面で地域に福祉に接するこ
とができる機会を提供するとともに、人と人の結びつきによる人材発掘を進めていきます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�福まちリーフレット、ポ
スターの活用

福まち活動の普及・啓発の充実を目指し、リー
フレット及び PR用ポスターの掲示を公共機関・
学校等はもとより、地区福まちと関係する機関・
団体・NPOや商店街などに拡大していきます。

地域福祉課

�社協ホームページにおけ
る地区福まちの情報の充
実（再掲）

各地区福まちの活動状況や全市的な動向を社協
ホームページへ適宜掲載することにより、福まち
の活動者はもとより、一般市民等に対する福まち
情報の充実を図ります。

地域福祉課
総務課

�福まちウィーク事業の実施

地域福祉活動の必要性と福まち事業の取り組み
をより多くの市民や地域住民組織、福祉の関係機
関・団体に理解いただくことを目的に、９月の第
３週を「福まちウィーク」と位置づけ、期間中に
各種の事業を実施します。

地域福祉課

ア）福まちパネル展の開催
福まちに対する市民理解と活動への参加促進を
図ることを目的に、地区福まち活動の様子を記録
した写真パネル等を１週間にわたり展示します。

イ）福まち活動写真・広報
紙コンクールの開催

福まち実践者の取り組みを賞賛し、多くの市民
に福まち活動に対する理解と参加促進を図ること
を目的に、福まち活動の様子を記録した「活動写
真」と地区での取り組みを紹介した「広報紙」の
コンクール及び作品展示を行います。

ウ）小学生の描く「人にや
さしい福祉のまちづくり
ポスター」コンクール・
表彰式・作品展の開催

児童が助け合いやボランティアをより身近に感
じ、地域福祉に対する意識を育てるきっかけとな
るよう、「人にやさしい福祉のまちづくり」を
テーマにしたポスターのコンクール及び表彰式並
びに作品展（福まちパネル展と同時）を開催しま
す。

�新たな福祉人材の発掘へ
の支援

個人登録ボランティア、ボランティア研修セン
ター受講者、地域見守りサポーター養成講座修了
生、ふれあい・いきいきサロンボランティア等と
福まちとの「顔合わせ」の仕組みづくりを進め、
見守り活動の人材発掘を支援します。

地域福祉課
ボランティア
センター
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【事例・成果】

○ 福まちリーフレット及びポスターは、特に地域活動者の基本
理解につながり、福まち活動の底上げを担っています。
○ 小学生の描く「人にやさしい福祉のまちづくり」ポスターコ
ンクールは、学校を通じて生徒の福祉の心を育むとともに、親
の理解にもつながり、福祉教育の一環として高い評価を得てい
ます。

小学生の描くコンクール表彰式

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・リーフレッ
ト、ポスター
の活用

・作成に向けて
の企画協力
・地区への配布

・作成に向けて
の企画・発行

・福祉のまち推進センター
・連合町内会
・民児協
・関係機関・団体
・行政

ポスター、リーフ
レット、随時作成

・情報収集・発
信の協力

・情報収集・発
信

・情報収集・発
信

・関係機関・団体

－

・事業への参加・
協力

・市社協と連携
した事業の企
画協力

・区社協と連携
した事業の企
画運営
・関係機関との
連絡調整

・福祉のまち推進センター
・連合町内会
・民児協
・関係機関・団体
・NPO団体
・学校
・行政

－

・事業への参加・
協力

・市社協と連携
した事業の企
画運営
・地区社協での
実施支援

・区社協と連携
した事業の企
画運営
・関係機関との
連絡調整

・福祉のまち推進センター
・連合町内会
・関係機関・団体
・行政

－

２９



３ ふれあい・いきいきサロンの普及と拡充

【目標】サロン活動の設置促進、相談支援体制の充実を図ります
高齢者、障がい者、子育て世帯などの孤独感の解消や生きがいづくりを目的とした「ふれあい・
いきいきサロン」は、平成２３年１２月末現在で４８１ヶ所で活動をしています。
事業開始から、新規の登録サロン数は着実に増加しており、地域における支え合い活動の一つ
として定着してきました。サロンの参加者からも「友達づくり」「健康づくり」「地域とのつなが
り」などの効果を感じているという声が聞かれており、今後も、身近な地域で多くの市民がサロ
ンに参加できる機会をつくるために、サロンの設置を促進していきます。
サロン設置を進めるにあたっては、活動場所やボランティアなどの人材の確保のほか、活動内
容の充実など、運営者にとっては様々な悩みごともあります。こうした声に対しても、市・区社
協、あるいは実際の活動者とも一体となって、支援体制づくりを充実していきます。
また、サロンをきっかけとした地域コミュニティの醸成を図るため、高齢者や子育てといった
世代間の交流も促進していきます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�ふれあい・いきいきサロ
ン活動の啓発・普及

子育てサロンの利用促進等について、札幌市と
の連携を図りながら支援を進めていきます。ま
た、サロンをきっかけとした地域コミュニティの
醸成を図るため、高齢者サロンとの世代間の交流
についても促進します。さらに、助成期間が終了
したサロンには、活動が停滞しないように必要な
支援を行っていきます。

地域福祉課
ボランティアセ
ンター

�ふれあい・いきいきサロ
ン縁結び事業の実施
［レベルアップ事業］

単位町内会など、より身近な地域でのサロンの
開設につながるための支援を、市・区社協が一体
となり推進します。
サロン開催場所の支援として、地域の施設・学
校・企業等から利用可能なスペースの情報を収集
するとともに、新規サロン開設に関する相談やサ
ロン運営上の悩み・困りごとに対応するため、サ
ロン活動者による相談支援体制づくりを進めま
す。

地域福祉課

３０



【事例】

○ 町内会でお年寄りの閉じこもり防止を目的としてサロンを
開始しました。サロンでは町内会の行事に参加できなかった
方にも、写真を見ながらお話をして、地域への関心、地域と
のつながりを保つなどの工夫をしています。
○ 長く続けていくことで、支えてくれるボランティアも少し
ずつ増えてきました。ボランティアがいるということは運営
するうえで、とても大きな力になっています。地域で支え合
うために、今のような人とつながりを大切にしていきたいと
思っています。
○ 茶話会を中心とした活動を行っていましたが、社協からボ
ランティアを紹介していただき、体操や手品、講話などを
行っていただくことでサロンの内容を充実することができま
した。

ふれあい・いきいきサロンの様子

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・活動の実施
・活動への参加・
協力

・地区社協での
実施支援

・事業の企画
・関係機関との
連携・調整

・福祉のまち推進センター
・町内会
・民児協
・老人クラブ
・ボランティア団体

（サロン数）
４８１サロン →

１０００サロン

・活動の実施
・活動への参加・
協力

・地区社協での
実施支援

・事業の企画
・関係機関との
連携・調整

・町内会
・ふれあいサロン登録
団体

３１



４ 福祉除雪サービス事業の充実

【目標】地域住民同士の支え合いによる福祉除雪活動を推進します
福祉除雪サービス事業は、地域に暮らす高齢者や障がい者世帯等で、冬期間の間口除雪及び敷
地内除雪が困難な世帯に対し、地域住民・団体の協力により除雪活動を行うことで、地域で安心
して暮らすことができるよう支援することを目的とし、平成１３年度に試行実施、平成１５年度より
本格実施しています。
福祉除雪の利用世帯数は、増加傾向にあり、除雪作業を行う地域協力員の人数・担当世帯数
も、町内会などの近隣住民が占める割合が多くなっており、ご近所同士の支え合いが進んできて
います。一方では、地域協力員の高齢化が進み、除雪活動の担い手不足の状況もあり、今後は、
市民啓発を強化して、学生や若い世代の勤労者など、幅広い年齢層の地域住民が参加しやすいよ
う理解促進を図ることが課題です。
また、今後もより地域住民のニーズに即した福祉除雪制度の実施を目指し、サービス内容等に
ついて、行政などの関係機関も交えて検討していきます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�福祉除雪活動の担い手確保

冬期間における地域の支え合い活動の促進を目
指し、引き続き近隣住民による協力員登録を増や
すとともに、学生や勤労者などの若い世代にも、
福祉除雪制度をさらに PRするなど、より多くの
方に協力いただけるよう働きかけていきます。 地域福祉課

�福祉除雪サービス内容の
検討

これまでの間、サービス利用者の満足度は高く
推移してきましたが、一層ニーズに適応した福祉
除雪制度の実施を目指し、サービス内容・条件な
どについて、引き続き検討していきます。
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【事例・成果】

○ 札幌市広聴リポーターからの『雪対策』に関する提案に基
づき、福祉除雪サービス事業における地域協力員の募集を市
内の大学に対し行い、現在まで市内３つの大学の学生が活動
しています。
学生は、福祉除雪活動への参加をきっかけに、身近な地域
における福祉活動に関心を持ってもらう良い機会となってい
ます。 中学生にる福祉除雪

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・活動の実施
・活動への参加・
協力

・市社協と連携
した事業の企
画実施

・区社協と連携
した事業の企
画
・関係機関との
連携・調整

・町内会
・ボランティア団体
・企業
・NPO団体
・社会福祉施設
・行政

（利用世帯）
４０００世帯 →

４，８００世帯
（協力員）
１６００人 → ２０００人
１８０団体 →２００団体

※伸び率×６年
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５ ボランティア活動の振興・普及の強化

� 市・区ボランティアセンターの運営

【目標】お互いに支え合うやさしいまちづくりを推進し、活動を支援します
ボランティア活動を始めたい方、ボランティア活動に依頼をしたい方の調整、ボランティア情
報の提供などを円滑に進めることを目的に市・区ボランティアセンターを運営しています。
ボランティアへの理解を広げ、ボランティアに参加する方々の裾野を拡大するため、各種取り
組みを進めていきます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�ボランティア登録の促進
及びコーディネート機能
の強化

市・区社協が一体となって、ボランティア希望
者の登録を促進し、活動者を拡大していきます。
また、ボランティアの支援を希望している人との
調整を適切に行えるようコーディネート機能を強
化していきます。

ボランティア
センター

�日常的なボランティア体
験の受入整備・情報提供

ボランティア活動のきっかけづくりとして体験
活動を行えるよう、ボランティアの受入先の確保
を図るとともに、広報紙やホームページなどの広
報媒体により、ボランティアの情報提供を行って
いきます。

ボランティア
センター

�企業等に対するボラン
ティア活動等の促進

ボランティア活動がより促進していくために
は、企業や商店等の役割が重要です。
企業や商店などの活動事例（「こども１１０番」、「地
域見守りサポーター」等の見守り活動や募金活動
等）を広報紙等で積極的に紹介していきます。
また、ボランティア・福祉貢献活動に関心のあ
る企業等の意向・要望に合わせて、出前講座や札
幌市ボランティア研修センターにおいて学ぶ機会
の提供・支援を行います。

ボランティア
センター

�福祉教育の支援

社会福祉協力校の指定推進や福祉用具の貸し出
し、研修講師の派遣・紹介などを行い、学校や地
域が行う福祉教育を支援していきます。

ボランティア
センター

	ボランティア活動者の支援

札幌市ボランティア連絡協議会等の活動者に対
して、活動が十分に行われるよう、情報提供や研
修事業など支援活動を行っていきます。

ボランティア
センター
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【事例・成果】

○ 社会福祉施設やボランティアグループからのボランティア活動メニュー表が増加し、メ
ニュー表を PRすることでボランティア活動への参加意欲が高まりつつあります。
また、リングプルやペットボトルのキャップなどの収集ボランティアについても PRを開始
し、ボランティアセンターに回収コーナーを設置したことにより、市民や企業等との新たな出
会いや接点が生まれ、出張研修への依頼、ボランティア活動への参加拡大が図られています。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・活動への参加・
協力

・市社協と連携
した事業の企
画・実施

・区社協と連携
した事業の企
画・実施
・区社協への支援

・ボランティア団体
・福祉のまち推進センター

（ボランティア登録数）
４３００人→ ４８００人
（ボランティア派遣数）
４３０件 → ６８０件

・活動への参加・
協力

・市社協と連携
した事業の企
画・実施

・区社協と連携
した事業の企
画・実施
・区社協への支援

・社会福祉施設・団体
・学校
・福祉のまち推進センター

（体験メニュー）
８１０件 → ８６０件
（体験者）
４２０人 → ４７０人

・活動への参加・
協力

・市社協と連携
した事業の周
知・協力

・区社協と連携
した事業の企
画・実施

・企業
・商工会議所
・商店街組合
・関係機関・団体
・NPO団体
・ボランティア団体

（出前講座）
７件 → ４２件

・活動への参加・
協力

・市社協と連携
した事業の企
画・実施

・区社協と連携
した事業の企
画・実施
・区社協への支援

・学校
・PTA
・教育委員会

（協力校）
３４０校 → ３６５校
（V機材貸出）
８８０件 → ９３０件

・活動への参加・
協力

・市社協と連携
した事業の企
画・実施

・区社協と連携
した事業の企
画・実施
・区社協への支援

・市ボランティア連絡
協議会
・区ボランティア連絡会

－
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� 福祉人材確保のための福祉啓発事業の推進

【目標】団塊の世代をはじめとする新たなボランティア層の発掘を進めます
団塊の世代をはじめとする新たなボランティア層を掘り起こすため、様々なボランティア活動
について学び、その中で自分に合ったボランティア活動を見つけ、活動を開始することを目的と
したボランティア大学を設置・運営しています。
また、障がいへの理解を進め、障がいのある方々の社会参加、活動の機会を拡大するため、障
がい者講師等派遣事業に取り組んでいます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�ボランティア大学（札幌
ときめき大学）の推進

ボランティア活動を継続していくために必要な
知識や技術を学び、卒業後にはボランティア活動
やボランティアリーダーとして活動する人材を養
成します。

ボランティア
センター

�障がい者講師等派遣事業
の充実

障がいのある人が学校や企業、町内会等で講師
を務めることで、障がいに対する市民理解が深ま
るとともに社会参加がより促進され、ノーマライ
ゼーション理念が実現した社会を目指して障がい
のある人を講師として養成し派遣します。

ボランティア
センター

 市・区災害ボランティアセンターの推進

【目標】災害時に効果的にボランティアをコーディネートをできるよう備えます
札幌市において、大規模災害が発生し、災害時のボランティア受入体制、活動を円滑にするため、
札幌市・区災害ボランティアセンター設置・運営を想定したマニュアルを作成し、日頃からの地
域の見守り活動や支え合い活動、関係機関ネットワークの連携、災害支援ボランティア活動につ
いて出張研修等を通じて普及啓発を図るとともに、災害時のボランティアを養成する講座を開催
します。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�関係機関との連絡調整会
議の開催

災害時、速やかに災害ボランティアセンター立
ち上げを行うために、社協・行政・NPOやボラ
ンティア団体等との連絡調整会議を開催します。 ボランティア

センター

�災害ボランティアセン
ター設置・運営マニュア
ルの普及・啓発

災害発生時に、迅速かつ円滑に多くのボラン
ティアを受け入れ、ボランティアニーズに対応で
きるように作成した「災害ボランティアセンター
設置・運営マニュアル」の普及・啓発を札幌市ボ
ランティア研修センターの研修や出前講座などを
通じて図ります。

ボランティア
センター

�災害時地域支え合い普及
・啓発事業の実施［新規
事業］

災害時の支え合いの大切さを普及啓発するた
め、福まち、町内会、各種学校等への出張研修等
により、災害時地域支え合い講座を開催します。
さらに、災害支援ボランティア講座を開催し、災
害ボランティアセンターの支援やボランティア活
動のリーダーを担う人材を養成するとともに、継
続的にフォローアップ研修等を実施します。

ボランティア
センター
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【事例・成果】

○ ボランティア大学を設置したことで、初めてボランティア活動に取り組む６０歳前後の方の参
加が増加しています。修了後は、各種ボランティア活動、地区福まちの推進員等としての活動
や、グループを作り、定期的な情報交換等につながっいます。
また、障がい者講師等派遣事業では、自分の体験を伝えたり、障がいへの理解を少しでも広
めたい障がいのある方々が養成講座に参加し、修了後は学校や福まち、企業等への出張講座で
講師役として活動しています。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・事業の企画・
実施

・町内会
・民児協
・老人クラブ
・企業
・学校

（修了者）
１１０人 → ２６０人

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・市社協での事
業企画・運営
実施

・連合町内会
・民児協
・関係機関・団体

（講師登録）
５０人 → １００人
（派遣）
４０件 → ６５件

【事例・成果】

○ 地震を中心とする大規模災害が少ない札幌市にあって、東日本大震災の影響により、災害支
援ボランティア講座への参加者が増加し、被災地支援を目的としたボランティアバスを８便運
行しましたが、全便満席の状況でした。
また、災害時の地域での支え合い等を学ぶことを目的とした福まちや町内会等からの出張研
修の依頼も急増しています。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・事業の企画・
実施

・連合町内会
・民児協
・ボランティア団体
・NPO団体
・関係機関・団体
・行政

－

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・事業の企画・
実施

・連合町内会
・民児協
・老人クラブ
・社会福祉施設
・ボランティア団体
・NPO団体
・関係機関・団体
・企業、学校
・行政

（研修）
６回 → ３０回

（出前講座）
３０回 → １５０回

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・事業の企画・
実施

・福祉のまち推進センター
・町内会
・老人クラブ
・企業
・学校

（修了者）
５００人 → ３，０００人
（研修）
３０回→ １５０回
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� 福祉教育の推進

【目標】福祉教育の環境整備を進めます
次代を担う児童や生徒が人間性豊かに育つためには、できるだけ小さい時から社会福祉への理
解と関心を高め、ボランティア精神を養うとともに、児童や生徒を通じてその親や市民への啓発
を拡大することが大切であります。そのため、福祉教育の副読本や教員向けの福祉体験アィディ
ア集を作成・配布するとともに、障がいのある方々が講師として体験等を話す場面を増やすこと
で障がいへの理解を深める機会を拡大していきます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�福祉教育を推進するため
の検討会議の開催

教員向け「福祉体験アィディア集」や小学校５
・６年生向け「福祉教育副読本」を改訂する際、
教育委員会、保健福祉局等の関係機関と協議する
とともに、教員も含め検討を行います。

ボランティア
センター

�教員向け「福祉体験アィ
ディア集」の普及啓発

教育委員会、学校及び教員の方々と連携して作
成した教員向け「福祉体験アィディア集」の普及
・啓発を札幌市ボランティア研修センターの研修
や出前講座などを通じて図ります。

ボランティア
センター

�小学校５・６年生生徒向
け「福祉教育副読本」の
普及啓発

ボランティア活動に参加したり、高齢者や障が
い者の方々が安心して暮らせるまちづくりを考え
たりする生徒向け「福祉教育副読本」を毎年、小
学校５・６年生に配付するとともに、普及・啓発
を小・中学校等への出前講座などを通じて図りま
す。

ボランティア
センター

�障がい者講師等派遣事業
の充実（再掲）

障がいのある人が学校や企業、町内会等で講師
を務めることで、障がいに対する市民理解が深ま
るとともに社会参加がより促進され、ノーマライ
ゼーション理念が実現した社会を目指して障がい
のある人を講師として養成し派遣します。

ボランティア
センター
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【事例・成果】

○ 小学校５・６年生向け福祉教育副読本を作成し、車いす、視覚・聴覚を中心とする障がいへ
の理解を深めるとともに、教員向けの福祉体験アィディア集を作成することで、総合的な学習
の中で福祉の授業をどのように実施すれば良いかの事例・ノウハウ等を提供することができま
した。
そのことによって、車いすや点字器等の貸出が増え、小学校での出張研修も年々増加してい
ます。特に、出張研修では、障がい当事者から話しを聞きたいとの依頼が増え、障がいのある
方々の活動場面も拡大しています。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・事業の企画・
実施

・教育委員会
・学校
・PTA
・社会福祉施設
・行政

－

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・事業の企画・
実施

・教育委員会
・学校
・PTA
・社会福祉施設

（出前講座）
５０回 → ７５回

・事業への協力 ・事業の周知・
協力

・事業の企画・
実施

・教育委員会
・学校
・PTA
・社会福祉施設

（出前講座）
５０回 → ７５回

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・事業企画・運
営実施
・関係機関との
連絡調整

・連合町内会
・民児協
・関係機関・団体

（講師登録）
５０人 → １００人

（派遣）
４０件 → ６５件

３９



� 福祉的な支援を必要とする方々を支える活動の推進

１ 高齢者・障がい者生活あんしん支援センターの運営

� 日常生活自立支援事業の推進

高齢や障がいのため判断能力に不安のある方が、地域で安心して生活できるよう、福祉サービ
スの利用援助や、日常的な金銭管理のお手伝いを行う事業です。
高齢化や障がい者の地域移行が進み、当事業による支援を必要とされる方は今後も増加してい
くことが予想されます。このため、身近な地域で迅速に支援ができるよう専門員の増員及び適正
な配置を目指すほか、実際の支援を担う生活支援員の養成、当事業の周知・広報活動に努めます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�専門員の適正配置の実現

日常生活自立支援事業を必要とする市民に対
し、身近な地域で迅速に支援ができるよう専門員
の増員及び適正な配置を目指します。

自立支援課

�生活支援員の養成と資質
向上のための研修実施

様々なニーズに応えるために、利用者への福祉
サービスの利用援助や金銭管理を行う、生活支援
員の養成、登録者研修及び現任者研修を行います。

自立支援課

�事業の周知活動の推進

パンフレット等広報物を活用、広報紙・ホーム
ページへの掲載や、ケアマネジャー等の専門家、
福まちなどの住民組織への出前講座を行い、成年
後見事業と併せて事業の周知を図ります。

自立支援課

� 成年後見事業の推進

成年後見制度は、様々な理由により判断能力が不十分な方について、家庭裁判所が成年後見人
等を選任し、その方の身上監護・財産管理を行う制度です。
本会では、成年後見制度の周知活動や、制度利用に関する相談を受けるほか、身寄りがない等
の理由で市長申立となった案件につき、家庭裁判所の審判をうけて法人として後見人に就任し、
後見業務を行っています。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�成年後見制度の周知と推進

出前講座の実施やパンフレットの作成・活用な
どをとおして、成年後見制度の市民への周知を図
り、同制度に関する相談を受け付け、他関係機関
への橋渡しをするなど必要な支援を行います。

自立支援課

�成年後見制度を支える市
民後見人の養成に向けた
調査研究事業［新規事業］

認知症高齢者等の増加や家族形態の変化によ
り、「成年後見制度」の利用や必要性が高まって
います。主に生活面での支援を必要とする成年被
後見人等を支援する「市民後見人」養成の必要性
について調査・研究を行い、札幌市権利擁護を推
進していきます。

自立支援課
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【事例】

知的障がいがあり、一人暮らしをしています。以前から関わっている相談支援事業所に、生活
費のやりくりが一人でうまく出来ない、と相談したところ、日常生活自立支援事業を紹介しても
らい、契約しました。現在は、定期的に生活支援員が自宅に来て、月々のやりくりを相談した
り、欲しいものを買うために少しずつ貯金も出来るようになりました。だんだんと自分で金銭管
理をする自信もついてきたので、もう少ししたら、日常生活自立支援事業を卒業して、一人でが
んばってみたいと思っています。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への協力 ・市社協と連携し
た事業の実施
・関係機関との
連絡調整

・区社協と連携
した事業の実施
・関係機関との
連絡調整

・行政
・関係機関・団体
・福祉サービス事業者

（専門員配置）
７人 → １０人

・事業への参加・
協力

・事業への参加・
協力

・区社協と連携
した事業の企
画実施

・関係機関・団体
・福祉サービス事業者 －

・事業への協力 ・市社協と連携
した事業の周
知実施

・区社協と連携
した事業の周
知実施

・町内会
・民児協
・関係機関・団体
・行政

（出前講座）
２０回 → ３０回

【事例】

高齢の両親がおり、今は２人で自宅で暮らしていますが、母は足腰が弱く、いずれ自宅での生
活が難しくなると思います。父は今のところしっかりしていますが、両親が急に病気になった
り、認知症になってしまった時のことを考えると、自分も家族も仕事をしており専門知識もない
ので、両親の預貯金の管理や、不動産の処分等に不安があります。
後見制度は、すでに判断能力が不十分になってしまった人しか利用できないと思っていたので
すが、元気なうちから将来の後見人等を決めておける任意後見というものがあると知り、両親に
もしものことがあった時のために、両親と専門職の方とで任意後見契約を結ぶことにしました。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への協力 ・市社協と連携
した事業の周
知協力

・区社協と連携
した事業の周
知実施

・町内会
・民児協
・行政
・成年後見制度支援団体
・家庭裁判所

（出前講座）
２０回 → ３０回

・事業への参加・
協力

・事業への周知・
協力

・事業の企画運
営実施

・町内会
・民児協
・関係機関・団体
・成年後見制度支援団体
・行政

－
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� 福祉サービス苦情相談

民間事業所が提供する福祉サービスに関する苦情について相談を受け付け、制度の説明や当事
者間の話し合いの仲介を行うほか、利用者がサービス提供者に対して苦情を言いづらい場合に
は、苦情を代弁して解決を図ります。
また、当事者間での解決が困難な苦情については、福祉サービス調整委員会により、解決に向
けた助言やあっせんを行います。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

福祉サービス苦情相談の周
知と相談の実施

パンフレット等を活用し、市民への周知を図り
ます。また、相談にあたっては、必要に応じて、
弁護士・学識経験者・福祉関係者などで構成する
福祉サービス調整委員会が、公平・中立の立場
で、解決を図っていきます。

自立支援課

� 障がい者あんしん相談

障がいのある方やご家族の方が、地域で安心して生活できるよう、いじめ、金銭トラブル、職
場や家庭での人間関係の困りごとなどの相談に応じ、自立した生活と社会参加を支援するととも
に、障がいのある方の権利擁護を推進します。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

障がい者あんしん相談の周
知と相談の実施

パンフレット等を活用し、市民への周知を図り
ます。また、相談については、内容に応じて、通
常の相談とは別に、月に１度、札幌弁護士会所属
の弁護士による「無料法律相談」を予約制で行い
ます。

自立支援課
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【事例】

デイサービスでのスタッフの対応が悪く、不満がありましたが、なかなかスタッフや事業所に
は言えずにいました。福祉サービス苦情相談に電話をして、匿名で、事業所に自分の意見を伝え
てもらったところ、徐々にスタッフの対応が改善され、今ではとても快適にデイサービスに通っ
ています。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・事業への周知・
協力

・事業の企画・
運営・実施

・弁護士会
・福祉サービス事業所
・関係機関・団体
・行政

－

【事例】

精神に障がいがあり、職場での人間関係や仕事のやり方で悩んでいましたが、同僚や上司には
相談できずにいました。
障がい者あんしん相談に電話をして、同僚とのコミュニケーションの取り方についてアドバイ
スをもらったり、時にはうまくいかなかったことを話すうちに、少しずつ周囲との関係がうまく
いくようになり、同時に仕事にも自信がもてるようになってきました。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・事業への周知・
協力

・事業の企画・
運営・実施

・弁護士会
・障がい者相談支援事
業所
・関係機関・団体
・行政

－
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� 高齢者虐待相談

身体的・心理的・経済的・性的虐待や、介護の放棄（ネグレクト）など、高齢者への虐待に関
する相談に応じ、緊急性の高い案件等については、各区役所の保健福祉部等に通報します。
また、関係機関とのネットワーク構築を図り、高齢者虐待の防止に努めます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

高齢者虐待相談の周知と相
談、高齢者虐待防止ネット
ワークの推進

パンフレット等を活用し、市民への周知を図り
ます。また、高齢者虐待の防止、早期発見・解決
を目指すため、老人福祉施設・弁護士・民生委員
児童委員・警察・医師・地域包括支援センター・
人権擁護委員会・認知症の人と家族の会、行政及
び社協等の関係機関からなる「高齢者虐待ネット
ワーク運営委員会」を年数回開催し、区役所から
の事例などをもとに、迅速な対応や協力体制の確
立を目指します。

自立支援課

２ 福祉サービスの質の向上

� 福祉サービス従事者の研修や市民啓発のための事業

【目標】福祉従事者の資質向上に取り組み、各種福祉サービスの質の向上を図ります
少子高齢化や家族形態の変化に伴い、一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦世帯の増加が顕著とな
りつつあるとともに、地域生活への移行に関する各種施策の推進により、地域で生活する障がい
のある方も増えております。
なかでも、認知症高齢者、知的障がいや精神障がいのある方への生活支援については、きめ細
やかな対応がますます必要となります。
さらに、高齢の方や障がいのある方への虐待を防ぐとともに、利用者や家族の多様な福祉課題
に応えるため、福祉サービスの担い手である専門職員の資質向上を図っていきます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�介護保険サービス事業所
等の職員の資質向上と制
度への市民理解の促進

市民への介護保険制度への理解促進、関係職員
の資質向上を図ることを目的に、ネットワークづ
くりや各種研修会、市民向けイベントの実施など
をとおして、介護保険サービス事業所連絡協議会
の運営を支援するとともに、介護支援専門員連絡
協議会との連携を進めます。

自立支援課

�施設職員の資質向上と施
設機能のPRの推進

高齢者、障がい者、児童養護、母子、保育及び
救護などの社会福祉施設職員の資質向上や市民の
理解促進を目的に、各種のセミナーや事業を札幌
市ボランティア研修センターと連携しながら実施
します。

総務課
ボランティア
センター
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【事例】

母親と二人暮らしをしている息子が、母親の認知症の進行とともに、多忙な仕事や介護で疲弊
し、母親への暴言や、食事を与えない等の介護放棄をしていました。
息子の怒鳴り声を聞いた近所の住民が高齢者虐待相談に電話をし、虐待相談から区役所へ通報
した結果、母親は施設入所となり、息子の生活も安定し、今では息子が定期的に母親のところへ
面会へ行くなど、親子関係も良好となりました。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・事業への周知・
協力

・事業の企画・
運営・実施

・老人福祉施設
・弁護士会
・民児協
・警察
・医師会
・地域包括支援センター
・人権擁護委員会
・認知症の人と家族の会
・札幌法務局
・行政

－

【事例・成果】

○ 介護保険等の福祉制度や関係職種の機能・役割について、各種研修やイベントを通じて、市
民に周知を図り、調理や清掃など身の回りの生活に課題を抱えた方へのヘルパー派遣等、福祉
サービスの利用を援助し、安心した生活を支援することができました。
○ ボランティア研修センターが企画したリスクマネジメント研修を受講することで、職員各自
に、どんな意識が必要で、事業所が対応すべきことが何かを学び、不測の事態に対して、迅速
な対応ができる準備が整えられます。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・事業への周知・
協力

・事業の企画・
運営・実施
・関係機関との
連絡調整

・介護保険サービス事
業所
・介護保険施設
・介護支援専門員連絡
協議会
・行政

（会員数）
３００事業所

→３５０事業所

・事業への参加・
協力

・事業への周知・
協力

・事業の企画・
運営・実施
・関係機関との
連絡調整

・老人福祉施設
・障がい者福祉施設
・児童養護施設
・母子関係施設
・保育関係施設
・救護関係施設

－
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３ 地域包括ケアシステムの推進

【目標】関係団体・機関と連携し、地域での包括的ケアシステムづくりを目指します
高齢者等が住みなれた地域でできる限り継続して生活が送れるように支えるためには、保健・
福祉・医療等の専門職の連携と地区福まちセンターやボランティアなどの住民活動を含めた地域
におけるネットワークが求められます。行政・社協・地域包括支援センター・福祉サービス事業
者等の協力や支援を受けながら、地域が中心となって、福祉課題を抱える世帯の生活上の不安
や、悩みを解決に導き、安心して暮らすことができる体制づくりを目指す「地域福祉トータルケ
ア」の構築を推進します。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�介護予防の普及・啓発と
ネットワークづくりの支援

介護予防の効果を高めるために、地域包括支援
センター、介護予防センター等と連携し、地区福
まちセンター等住民参加による支え合い活動、社
協の総合相談機能等をいかした総合的な介護予防
システムの構築を目指します。

自立支援課

�地域福祉トータルケアモ
デル事業の実施［新規事
業］（再掲）

全市で１地区をモデル地区に指定し、地区福ま
ち・地域包括支援センター、区社協が中心とな
り、できる限り要介護状態にならないための予防
の取り組み、見守りやゴミ出しなどの生活支援
サービスや財産管理などの権利擁護等の推進を図
ることで、全市に拡大するためのノウハウや知識
を高めます。

自立支援課
地域福祉課

４ 低所得世帯等への支援の推進

【目標】低所得世帯等に対する包括的な相談支援を推進します
リーマンショック以降、世界的な経済不況に陥り、長引く不況のため雇用体系が大きく変化し、

失業者の再就職や生活の立て直しが非常に難しくなってきています。この結果、慢性的な困窮状態
から住居を失った、または失う恐れのある方に対する支援や貸付など、また、従前から病気や事故
における困窮のほか、低年金を要因とした生活困窮世帯の支援・援助も求められてきております。
そこで、低所得世帯等に低利で生活資金を貸すことのできる「生活福祉資金」の抜本的改正が
行われ、よりセーフティネット機能を重視し、借りやすい資金への変革、融資条件の緩和、相談
支援機能の充実強化を行い、低所得者、高齢者、心身障がい者、離職者等の生活困窮者に対して
生活の立て直しを支援していきます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

生活課題に対応した総合的
な援助

経済状況の悪化により生活困窮世帯が増えてい
ます。そこで、相談援助活動を通じて、的確な相
談支援と各種資金の貸付利用により、経済的自立
及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会
参加の促進を図り、安定した生活ができるよう支
援します。

地域福祉課
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【事例】

認知症の疑いのある一人暮らし高齢者の相談が、地区担当の民生委員から地域包括支援セン
ターにありました。地域包括支援センターでは、区社協に見守りの依頼を行うとともに、担当の
介護支援専門員、区役所、医療機関の保健師、日常生活自立支援事業担当（区社協）、民生委員
とケース検討会議を開催。区社協からの依頼により地区福まちの見守り活動も行われるようにな
り、検討会議関係者と地区福まちとの連携によって、在宅生活を継続しています。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・市社協と連携
した事業企画・
運営実施
・関係機関との
連絡調整

・区社協と連携
した企画運営
・区社協への支
援

・福祉のまち推進センター
・地域包括支援センター
・介護予防センター
・連合町内会（町内会）
・民児協
・介護サービス事業所
・行政

－

・事業の実施 ・市社協と連携
した事業企画・
運営実施
・地区への支援
・関係機関との
連絡調整

・区社協と連携
した企画運営
・関係機関との
連絡調整

・福祉のまち推進センター
・地域包括支援センター
・介護予防センター
・連合町内会（町内会）
・民児協
・介護サービス事業所
・行政

１地区（３年間指定）

【事例・成果】

○ 従前から実施している貸付制度の他、離職によって住宅喪失の恐れや生活にお困りの方に対
する支援（第二のセーフティネット）の実施、また東日本大震災により札幌市に避難されてき
た世帯に対する支援など、関係行政機関・団体と協働しながら、住民の身近な相談窓口である
区社協と連携して相談支援にあたっています。
例）総合支援資金、特例緊急小口資金、特別緊急小口資金、生活復興支援資金
○ 離職に伴う相談援助を行ったところ、単なる生活困窮問題だけでなく、その裏側に困窮に伴
う家庭内暴力、更には児童虐待の発見に繋がり、関係機関と連携を図ることにより問題解決に
つなげることができました。
○ 親の債務超過のために他の制度を利用できない低所得世帯の子どもの修学資金の貸付支援を
行いました。卒業後は、就職し貸付金の返済を行っています。
○ 離職に伴い住居を喪失し知人宅を転々としていた方に総合支援資金の貸付支援により、安心
してハローワークで就職活動を行い、就職に結びつけることができました。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への協力 ・市社協と連携
した事業企画・
運営実施
・関係機関との
連絡調整

・区社協と連携
した事業企画・
運営実施
・関係機関との
連絡調整

・民児協
・道社協
・関係機関・団体
・行政

－

４７



	 地域の社会資源との連携・協働によるネットワークの推進

１ 広報・啓発活動の充実強化

【目標】社協の事業活動や地域の福祉活動を広く市民へ紹介していきます
市民の皆さんが、地域福祉に対する理解を深められるよう、社協の事業活動や地域で取り組ま
れている様々な活動を積極的に発信していきます。また、社協が果たしている役割についての理
解者が増えていくよう、ホームページ、広報紙・バンフレット等を活用した広報・啓発活動を充
実強化していきます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容 事業を総括する
市社協担当部署

�広報紙等ペーパー情報に
よる広報・啓発活動の強
化

幅広く市民に地域福祉活動への参加や関心を促
す機会として、広報紙による地域の福祉実践活動
などの情報発信、パンフレット等による社協活動
等の PRについて、一層強化をしてまいります。ま
た、市民が手軽に情報を入手できるよう、ホーム
ページと連動した情報の発信を行ってまいります。

地域福祉課
総務課

�各種マスメディア等を活
用したPRの強化

新聞やフリーペーパー、地域 FM局やテレビ
等を活用し、気軽に参加できるボランティア活動
や研修会等の福祉情報の発信を積極的に行ってい
きます。

全ての課

�口コミ情報による情報弱
者への情報伝達活動の強
化

福まち活動やふれあい交流サロン活動の中で、
情報の入手が困難な方へ、チラシの配布や口伝え
などで、必要な情報を伝えていく活動を行ってい
きます。

地域福祉課

２ 市民への福祉情報の提供

【目標】だれもが活用しやすい福祉情報の収集・整理・提供を行える環境の整備を強化していきます
現在、福祉関連の制度・施策、地域における社会資源の情報は、行政機関、福祉関係機関・団
体のホームページによる情報提供が主流です。
多様な福祉関連の領域から良質な情報サイトを把握・整理し、社協のホームページ上で効率よ
く相互活用を行い、必要とする情報へ的確に導いていけるような環境を整備していきます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容 事業を総括する
市社協担当部署

�社協ホームページの充実
・強化

見やすさ・使いやすさを追求したホームページ
を目指します。また、福祉関連の多様な情報の中
から必要とする情報に迅速にアクセスでき、相互
活用できるよう「役立つ福祉関連情報のリンク
集」を充実させていきます。

総務課

�福祉情報センター（情報
室）の利用促進

福祉関係者の要望や意見を取り入れて、専門図
書・資料を充実させ、福祉の専門図書室としての
特性を活かしていきます。また、福祉情報セン
ターとしての機能を高め充実させるために、情報
発信のあり方について検討を進めます。

総務課

３ 福祉教育の推進（再掲）
→３８頁～３９頁

－５－�「福祉教育の推進」参照

４８



【事例・成果】

○ 市社協では、社協の事業活動をコンパクトに伝えるためのパンフレットを２２年度から作成し
ています。また、福まち事業、ふれあい・いきいきサロン、災害支援ボランティア、あんしん
センターなど、各種事業活動ごとに分かり易いパンフレットを作成しています。
○ 市・区社協では、社協事業活動を伝えていくために、定期的に広報紙を町内会回覧などを活
用させていただき発行しています。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・市社協と連携
した事業企画・
運営・実施
・関係機関との
連絡調整

・区社協と連携
した事業企画・
運営実施
・関係機関との
連絡調整

・町内会
・民児協
・社会福祉施設
・ボランティア団体 －

・事業への参加・
協力

・区社協での事
業企画・運営
実施
・関係機関との
連絡調整

・市社協での事
業企画・運営
実施
・関係機関との
連絡調整

・新聞社
・TV・ラジオ局

－

・事業への参加・
協力

・区社協での事
業企画・運営
実施
・関係機関との
連絡調整

・区社協の支援
協力
・関係機関との
連絡調整

・町内会
・ふれあいサロン団体

－

【事例・成果】

○ ２１年度に「見やすさ」「使いやすさ」を目指して、市社協ホームページを改良したことによ
り、代表メールへの問い合わせも徐々に増えています。
○ 福祉情報センター（資料室）の利用者の要望に応じ、福祉関係図書・資料や DVDを中心と
した視聴覚教材の充実を図るとともに、福祉関係団体の機関誌・専門図書の蔵書により、福祉
関係者などの利用につながっています。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・市社協と連携
した事業・企
画・運営

・区社協と連携
した事業企画・
運営実施
・関係機関との
連絡調整

・関係機関・団体
・行政

－

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・事業の企画・
運営

・関係機関・団体
・行政

－

４９



４ 障がい者関係団体とのネットワークの強化

【目標】障がいへの理解と関心を高めます
障害者自立支援法が平成１７年（法律１２３号）に制定され、同法に位置づけされた「地域自立支

援協議会」が、札幌市は各区単位に設置されています。各区社協も設立時からその一員となり、
障がい福祉関係者との連携を深めています。これまで社協は、町内会、福祉のまち推進セン
ター、民生委員児童委員協議会などの社会資源とのネットワークを推進してきました。今後、こ
のネットワークと地域自立支援協議会とを繋ぐパイプ役を担い、障がいがあっても安心して生活
が継続できる環境の整備に努めます。
また、障がい者の生活課題を広く一般住民にも啓発し、理解・支援を求めると共に、障がい者
の社会参加・地域交流の促進を進め、ノーマライゼーションの普及を目指します。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�障がい者関係団体との連
携強化

各区に設置された自立支援協議会地域部会との
連携により障がい者関係団体との情報共有を図り
福まち活動などへの情報発信の推進を図ります。

自立支援課

�市民向け「シンポジウム」
等の実施

多くの方々に障がい者の地域生活の現状、課題
などを知っていただき、だれもが安心して暮らせ
る地域社会について、ともに考えていくことを目
的に開催します。

ボランティア
センター

�障がい者講師等派遣事業
の充実 （再掲）

障がいのある人が学校や企業、町内会等で講師
を務めることで、障がいに対する市民理解が深ま
るとともに社会参加がより促進され、ノーマライ
ゼーション理念が実現した社会を目指して障がい
のある人を講師として養成し派遣します。

ボランティア
センター

５ 企業等が参加しやすい福祉貢献の環境づくり

【目標】企業で働く人たちが、地域福祉活動に取り組める環境づくりを推進していきます
ボランティア活動を始めたい方、ボランティアに活動を依頼したい方の調整、ボランティア情
報の提供などを円滑に進めることを目的にボランティアセンターを運営しています。ボランティ
アへの理解を広げ、ボランティアに参加する方々の裾野を広げるため、企業等に対して各種取り
組みを進めていきます。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

企業等に対するボランティ
ア活動等の促進（再掲）

ボランティア活動がより促進していくために
は、企業や商店等の役割が重要です。
企業や商店などの活動事例（「こども１１０番」、「地

域見守りサポーター」等の見守り活動や募金活動
等）を広報誌等で積極的に紹介していきます。
また、ボランティア・福祉貢献活動に関心のあ
る企業等の意向・要望に合わせて、出前講座や札
幌市ボランティア研修センターにおいて学ぶ機会
の提供・支援を行います。

ボランティア
センター

５０



【事例・成果】

○ 地域自立支援協議会への参加によって、これまで関わりの少なかった、障がい者相談支援事
業所、サービス提供事業所等との連携・共通理解が深まり、新たな課題発掘、支援のための
ネットワーク参加につながっています。また、障がい者講師等派遣事業により、サービスの受
け手のみならず、障がい者自身が講師として、社会参加・地域貢献する機会の提供となってい
ます。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・事業への参画
・関係機関との
連絡調整

・事業への参画
・関係機関との
連絡調整

・地域自立支援協議会
・障がい関係機関・団体
・行政

－

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・市社協での事業
企画・運営実施
・関係機関との
連絡調整

・障がい関係機関・団体
・民児協
・行政

（参加者数）
４５０人 → １２００人

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・市社協での事業
企画・運営実施
・関係機関との
連絡調整

・連合町内会
・民児協
・関係機関・団体

（講師登録）
５０人 → １００人
（派遣）
４０件 → ６５件

【事例・成果】

○ リングプルやペットボトルのキャップなどの収集ボランティアについて PRを開始し、ボラ
ンティアセンターに回収コーナーを設置したことにより、企業等との新たな接点が生まれ、出
張研修への依頼、ボランティア活動への参加拡大が図られました。
大和ハウス工業株式会社は、ペットボトルのキャップ、リングプル、古切手の回収ボックス
を設置し、社員や近隣住民に呼びかけたり、社員が定期的に障がい者福祉施設等でボランティ
ア活動をしています。また、月１回、託児コーナーと商談コーナーを無料開放し、子育てサロ
ンを実施しています。

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・事業への参加・
協力

・事業の周知・
協力

・事業の企画・
実施

・企業
・商工会議所
・商店街組合
・関係機関・団体
・NPO団体
・ボランティア団体

（出前講座）
７回 → ４２回

５１



６ 地域での子育て支援の充実に向けた環境づくり

【目標】地域の子育て世帯を支援する環境整備を推進します
地域における幼児・児童の健全育成は、近隣関係の希薄化が指摘される今、ますます重要な課
題となっています。子育てサロンは、地域での孤立を予防し、身近な会館等での交流・遊び・出
会いの場を提供し、母親同士の仲間づくりにも役立っています。今後は、常設サロンと差別化し
たあり方の検討、障がい児や高齢者等との異世代交流に着目した子育てサロンのあり方を検討し
ます。
また、子育て活動に関心を持つ市民、子育て経験者のマンパワーを有効に活用した、託児ボラ
ンティア、子育て支援ボランティアの啓発・登録・派遣の普及・充実を目指します。

具体的取り組み項目（事業） 事 業 内 容
事業を総括する
市社協担当部署

�子育てサロンの啓発・普
及（再掲）

子育てサロンの利用促進等について、札幌市と
の連携を図りながら支援を進めていきます。ま
た、サロンをきっかけとした地域コミュニティの
醸成を図るため、高齢者サロンとの世代間の交流
についても促進してまいります。

地域福祉課

�託児ボランティア・子育
て支援ボランティア等の
派遣（再掲）

子育て支援に関わるボランティアの登録を促進
するとともに、外出支援や託児ボランティア等の
派遣を行い、子育て世帯の支援を進めます。

ボランティア
センター

７ 地域におけるネットワークの推進（再掲）
→２２頁～２３頁

－１－�「地域におけるネットワークの推進」参照
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【事例・成果】

○ 子育てサロンへの参加によって、孤立予防と参加者同士の仲間
づくりが広がっています。また、子育てサロン開設のための準
備、サロンの定期的な運営をとおして、地域の社会資源に連携が
深まるという、二次的な効果も生まれています。
○ 託児ボランティア、子育て支援ボランティア等の派遣は、子育
てに関心を持つあらたなボランティア層の社会参加の機会となっ
ています。

子育てサロンの様子

事業への取り組み内容（推進主体） 事業の協働・協力を
要請する機関・団体等

６年後の達成目標等

地区社協（地域） 区社協（区域） 市社協（市域） ２４ → ２９

・活動の実施 ・地区社協での
実施支援

・事業の企画
・関係機関との
連携調整

・福祉のまち推進センター
・町内会
・民児協
・ボランティア団体

－

・事業への参加・
協力

・市社協と連携
した事業の企
画・運営
・関係機関との
連絡調整

・区社協と連携
した事業の企
画
・関係機関との
連絡調整

・福祉のまち推進センター
・町内会
・民児協
・児童会館
・NPO団体
・ボランティア団体
・行政

－
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付属資料集
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資料� さっぽろ市民福祉活動計画（２４～２９年度）策定までの経過

平成２３年

３月 新活動計画策定の承認
●市社協理事会・評議員会での審議

５月 プロジェクトチームの発足・検討
●市社協・区社協事務局職員１０名のチーム発足
●プロジェクトチームによる策定作業（５月～３月：全１６回）
今後の進め方の報告
●市社協理事会・評議員会での報告（チーム発足・策定作業日程）

６月～９月 前活動計画の評価・分析（６／２０～７／１５）
●プロジェクトチーム及び市社協・区社協事務局での前計画事業の評価実施
新活動計画に関わる地域との意見交換（７／２５～９／８）［札幌市との共催］
●地域福祉に関する意見交換会（１区１地区（全市１０地区）で実施）
新活動計画に関わる職員との意見交換（９／１・９／５）
●職員研修「ステップアップ研修」（演習「活動計画の取り組みの成果・課題等」）
新活動計画（素案）の作成
●プロジェクトチーム及び市社協・区社協事務局内の関係会議で協議

８月～１２月 新活動計画（素案）の説明・意見集約
●市・区社協会長会議
●各区社協理事会・評議員会
●各研修会等

１１月 新活動計画の中間報告
●市社協経営に関する委員会で報告
●市社協理事会・評議員会で報告
●アドバイザーとのプロジェクト全体会議
（計画（素案）及び経過）

平成２４年

１月 新活動計画（素案）の周知・意見募集
●広報紙等による紹介（市社協広報紙「やさしい街」、ホームページ）
●各関係機関・団体との意見交換

１月～２月 新活動計画（素案）の修正・計画（案）の作成
●プロジェクトチーム及び市社協・区社協事務局内の関係会議で協議
●アドバイザーとのプロジェクト全体会議
●市・区社協会長会議
●市社協経営に関する委員会

３月 新活動計画の決定
●市社協理事会・評議員会で審議

５９



資料� さっぽろ市民福祉活動計画（２４～２９年度）策定プロジェクト

全 体 総 括：地域活動部長 高森 政行
オブザーバー：豊平区社協事務局長 馬場 伸哉※

総務課長 齋藤 洋介
地域福祉課長 小平 正治※

※札幌市地域福祉社会計画策定委員会オブザーバー

計画策定プロジェクトチーム （１０名） ○サブリーダー

担当・チーム 氏 名 所 属

全体リーダー 中路 康夫※ 企画調整担当課長

全体調整・経営改善チーム ○大石 純 総務企画係長

吉藤 義知 中央区社協次長

渡部 敬 西区社協

新規事業・重点事業チーム ○柏 浩文 活動推進係長

竹内 哲也 白石区社協

渡部 唯 相談係

現計画評価・改善チーム ○大能 文昭 相談係長

佐藤 和人 地域福祉係長

滝谷 貴光 清田区社協

計画策定に係るアドバイザー（敬称略）
・北海道大学教授 木村 純
・北星学園大学准教授 岡田 直人
・札幌市保健福祉局総務部福祉活動推進担当係長 只野 徹

６０



資
料
�
さ
っ
ぽ
ろ
市
民
福
祉
活
動
計
画
（
２０
～
２２
年
度
）
各
事
業
の
現
状
（
実
績
）

※
２３
年
度
事
業
一
部
含
む

事
業
整
理
区
分

具
体
的
取
り
組
み
項
目
（
事
業
）

事
業

内
容

事
業
実
績
（
２０
～
２２
年
度
）

大
項
目
・
中
項
目

�
市
民
が
お
互
い
に
支
え
合
う
活
動
の
充
実

１
地
区
社
協
の
活

動
強
化

�
地
域
の
福
祉
活

動
計
画
づ
く
り

［
新
規
事
業
］

�
住
民
座
談
会
や
福
祉
学
習
会
を

開
催

［
新
規
事
業
］

※
２３
年
度
～

地
区
の
小
地
域
（
単
位
町
内
会
及
び
地
区
に
よ
っ
て
は
ブ
ロ
ッ

ク
単
位
）
ご
と
、
あ
る
い
は
、
各
単
位
町
内
会
か
ら
１
～
２
名
の

代
表
者
で
、
住
民
座
談
会
や
福
祉
学
習
会
を
開
催
し
、
今
ま
で
実

施
し
て
き
た
取
り
組
み
が
、
本
当
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
自

分
た
ち
の
取
り
組
み
た
い
活
動
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
等
を
、

自
分
た
ち
地
域
の
側
か
ら
見
直
し
を
す
る
と
と
も
に
課
題
を
発
見

し
ま
す
。

・
２３
年
度
実
施
：
東
区
北
光
地
区
指
定

「
地
域
の
福
祉
活
動
計
画
づ
く
り
検
討
会
」

・
計
画
の
活
動
目
標
三
本
柱

「
見
守
り
活
動
の
拡
充
」「
ふ
れ
あ
い
訪
問
活
動
の
充
実
」

「
災
害
時
を
想
定
し
た
取
り
組
み
」

・
具
体
的
な
取
り
組
み

・
計
画
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
選
任

・
計
画
づ
く
り
検
討
会
（
２
回
）

・
訪
問
対
象
者
の
状
況
把
握
（
ふ
れ
あ
い
訪
問
記
録
カ
ー
ド
）

・
福
ま
ち
協
力
員
（
１３
５
名
）
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

・
福
ま
ち
マ
ッ
プ
活
用
し
た

D
IG
研
修
～
要
援
護
者
の
避
難
ル
ー
ト
確
認

・
ア
ン
ケ
ー
ト
・

D
IG
研
修
を
踏
ま
え
た
住
民
座
談
会

・
計
画
の
策
定
～
２３
年
度
中
予
定

�
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

［
新
規
事
業
］

※
２３
年
度
～

「
１
日
の
中
で
誰
か
と
お
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
す
か
？
」

「
地
域
の
方
々
に
何
を
求
め
ま
す
か
？
」
な
ど
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を

作
成
し
、
配
布
、
集
計
方
法
な
ど
を
策
定
委
員
で
決
め
ま
す
。（
ア

ン
ケ
ー
ト
対
象
世
帯
の
例
：
１
～
２
の
単
位
町
内
会
全
世
帯
で
実

施
、
子
育
て
、
高
齢
者
サ
ロ
ン
参
加
者
又
は
福
ま
ち
見
守
り
対
象

者
「
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
」
な
ど
。）

・
一
般
住
民
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
は
未
実
施

・
ふ
れ
あ
い
訪
問
記
録
カ
ー
ド
に
よ
る
状
況
把
握
（
７５
歳
以
上
）

健
康
状
態
、
介
護
保
険
利
用
状
況
、
福
祉
除
雪
の
利
用
意
思
、
支
援
の
ニ
ー
ズ
状
況
、
福
祉
マ
ッ
プ
へ

の
掲
載
意
思
確
認

２
福
ま
ち
推
進
事

業
の
充
実

�
地
区
福
ま
ち
活

動
の
強
化

�
市
・
区
社
協
に
お
け
る
地
区
福

ま
ち
、
福
祉
推
進
委
員
会
へ
の

日
常
支
援
活
動
の
強
化

日
常
的
に
実
施
し
て
い
る
地
区
福
ま
ち
、
福
祉
推
進
委
員
会
の

会
議
へ
の
参
加
や
、
単
位
町
内
会
等
に
対
す
る
福
祉
推
進
委
員
会

設
置
を
働
き
か
け
、
福
祉
推
進
委
員
会
の
開
設
に
向
け
た
日
常
的

な
支
援
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

�
社
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る

地
区
福
ま
ち
の
情
報
の
充
実

各
地
区
福
祉
の
ま
ち
活
動
状
況
や
全
市
的
な
動
向
を
社
協
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
活
動
者
に
対
す
る
福
ま
ち

情
報
を
充
実
し
て
い
き
ま
す
。

・
詳
細
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
地
区
～
２４
地
区

�
福
ま
ち
活
動
者
向
け
活
動
の
手

引
き
の
作
成

［
新
規
事
業
］

※
２１
年
度
～

各
福
ま
ち
実
践
者
か
ら
の
要
望
の
多
い
活
動
の
手
引
き
を
、
課

題
別
に
シ
リ
ー
ズ
化
し
て
発
行
し
て
い
き
ま
す
。

・
２１
年
度

「
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
編
」
１５
，６
５０
部
（
増
刷
含
む
）

・
２２
年
度

「
福
祉
推
進
委
員
会
の
開
設
・
活
動
編
」
１４
，０
００
部
（
〃
）

�
地
域
の
福
祉
活
動
計
画
モ
デ
ル

事
業
の
実
施
（
再
掲
）

地
域
の
固
有
の
福
祉
課
題
の
発
見
と
、
解
決
方
法
を
協
議
し
、

指
定
地
区
に
対
し
て
地
域
独
自
の
福
祉
計
画
の
策
定
を
支
援
し
ま

す
。

（
大
項
目
）
地
区
社
協
の
活
動
強
化

（
中
項
目
）
地
域
の
福
祉
計
画
づ
く
り

参
照

	
ご
近
所
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
事
業
の

実
施

※
２０
年
度
～
２３
年
度

終
了

地
域
の
福
祉
課
題
の
発
見
と
共
有
化
を
図
り
、
地
区
福
ま
ち
の

更
な
る
ス
テ
ッ
プ
に
つ
な
が
る
こ
と
を
目
的
に
、
指
定
地
区
に
対

し
て
、
福
ま
ち
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
福
ま
ち
助
っ
人
）
を
派
遣
し
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
を
開
催
し
ま
す
。

・
２０
年
度
～
２１
年
度
：
３
区
３
地
区
～
中
央
区
大
通
地
区
・
北
区
屯
田
地
区
・
清
田
区
平
岡
地
区

・
２１
年
度
～
２２
年
度
：
３
区
３
地
区
～
東
区
栄
東
地
区
・
白
石
区
白
石
東
地
区
・
厚
別
区
も
み
じ
台
地
区

・
２２
年
度
～
２３
年
度
：
４
区
４
地
区
～
豊
平
区
美
園
地
区
・
南
区
藻
岩
地
区
・
西
区
山
の
手
地
区
・
手
稲

区
手
稲
鉄
北
地
区

項
目

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

福
祉
推
進
委
員
会
の
設
置

７０
地
区

１
，１
４８
単
町

７０
地
区

１
，１
７０
単
町

７１
地
区

１
，１
７２
単
町

福
祉
推
進
員
数

６
，２
３１
人

６
，４
４０
人

６
，２
６２
人

住
民
協
力
員
数

４
，４
３１
人

４
，１
２７
人

３
，９
０９
人

訪
問
・
安
否
確
認
実
施
地
区

７２
地
区

７４
地
区

７５
地
区

６１



事
業
整
理
区
分

具
体
的
取
り
組
み
項
目
（
事
業
）

事
業

内
容

事
業
実
績
（
２０
～
２２
年
度
）

大
項
目
・
中
項
目



市
民
活
動
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催

福
ま
ち
活
動
の
充
実
・
発
展
と

N
P

O
等
、
多
様
な
団
体
と
の

連
携
に
基
づ
く
今
後
の
活
動
展
開
方
法
を
学
ぶ
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開

催
し
ま
す
。

・
２１
年
度
～
参
加
者

９
／
１７
２８
５
名

「
マ
ッ
プ
づ
く
り
を
通
し
て
、
地
域
の
連
携
を
深
め
よ
う
」

・
２２
年
度
～
参
加
者

９
／
１３
４３
７
名

「
福
祉
の
ま
ち
推
進
事
業
１５
周
年
の
成
果
と
今
後
の
活
動
に
向
け
て
」

※
２３
年
度
～
参
加
者

９
／
１４
４３
９
名

「
地
域
は
今
、
災
害
と
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
」

�
次
世
代
リ
ー
ダ
ー
養
成
研
修
の

開
催

※
２０
年
度
～
２３
年
度

終
了

こ
れ
か
ら
の
地
区
福
ま
ち
に
お
い
て
活
動
の
中
心
と
な
る
方
を

対
象
に
、
企
画
力
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
等
の
養
成
や
他
地
区
の
取

り
組
み
状
況
を
学
ぶ
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

（
養
成
研
修
の
開
催
）
各
区
か
ら
２
名
参
加
、
２
日
間
開
催

・
２０
年
度
～
２０
名

・
２１
年
度
～
２０
名

・
２２
年
度
～
１９
名

�
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
セ
ン
タ
ー

に
お
け
る
各
種
福
ま
ち
研
修
の

開
催

札
幌
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
地
区
福
ま

ち
活
動
者
を
対
象
と
し
た
各
種
研
修
を
開
催
し
ま
す
。
ま
た
、
地

域
に
出
向
い
て
行
う
福
ま
ち
出
張
研
修
に
つ
い
て
も
区
社
協
と
連

携
を
図
り
な
が
ら
よ
り
充
実
し
て
い
き
ま
す
。

・「
地
域
福
祉
研
修
」
実
績

・「
出
張
研
修
」
実
績
～
地
区
社
協
・
福
ま
ち


地
区
福
ま
ち
の

拠
点
の
拡
充
と

財
政
強
化
に
向

け
た
取
り
組
み

�
地
区
福
ま
ち
の
拠
点
の
拡
充

拠
点
の
確
保
及
び
、
拠
点
の
有
効
活
用
に
つ
い
て
、
研
修
、
ア

ド
バ
イ
ス
等
を
行
い
、
地
区
福
ま
ち
活
動
の
活
性
化
を
図
り
ま

す
。

・
活
動
拠
点
設
置
地
区
数
の
推
移

�
自
主
財
源
強
化
に
向
け
た
支
援

助
成
金
の
活
用
方
法
、
自
主
財
源
確
保
の
あ
り
方
等
を
検
討

し
、
活
動
事
例
の
紹
介
や
よ
り
良
い
方
法
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を

行
い
財
政
強
化
を
支
援
し
ま
す
。

・
賛
助
会
費
の
還
元
制
度
の
取
り
組
み

・
新
し
い
取
り
組
み

［
各
種
財
団
等
の
助
成
金
制
度
の
活
用
］

［
大
型
ス
ー
パ
ー
の
地
域
支
援
制
度
活
用
（
イ
オ
ン
グ
ル
ー
プ
の
黄
色
い
レ
シ
ー
ト
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）

［
交
流
事
業
に
お
け
る
参
加
費
徴
収
］

�
地
区
福
ま
ち
へ

の
幅
広
い
市
民

の
参
加
促
進

�
福
ま
ち
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス

タ
ー
の
作
成

［
新
規
事
業
］

※
２１
年
度
～

福
ま
ち
活
動
の
求
め
ら
れ
る
背
景
、
地
域
の
主
な
福
祉
課
題
、

福
ま
ち
活
動
の
取
り
組
み
内
容
等
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
記
し

た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
ま
す
。
ま
た
、
併
せ
て
福
ま
ち

P
R

用
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し
、
公
共
機
関
・
学
校
等
に
広
く
掲
示
を
し

て
い
き
ま
す
。

・
福
ま
ち
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
～
５
，０
００
部

研
修
会
で
使
用
、
市
民
啓
発
用
に
配
布

・
福
ま
ち
ポ
ス
タ
ー
～
７０
０
部

区
民
セ
ン
タ
ー
、
区
役
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、

介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
、
地
区
セ
ン
タ
ー
、
大
学
・
短
大
・
専
門
学
校
・
高
校
、
児
童
会
館
等
に
掲
示

�
社
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る

地
区
福
ま
ち
の
情
報
の
充
実

（
再
掲
）

各
地
区
の
福
ま
ち
の
活
動
状
況
、
全
市
的
な
動
向
と
と
も
に
、

研
修
会
や
イ
ベ
ン
ト
等
を
社
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
す
る
こ
と

に
よ
り
、
福
ま
ち
情
報
を
積
極
的
に
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

大
項
目
）
福
ま
ち
推
進
事
業
の
充
実

（
中
項
目
）
地
区
福
ま
ち
活
動
の
強
化

（
具
体
的
取
り
組
み
項
目
）
�
社
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
地
区
福
ま
ち
の
情
報
の
充
実

参
照

�
福
ま
ち
ウ
ィ
ー
ク
事
業
の
実
施

※
２１
年
度
～

地
域
福
祉
活
動
の
必
要
性
と
福
ま
ち
事
業
の
取
り
組
み
を
よ
り

多
く
の
市
民
や
地
域
住
民
組
織
、
福
祉
の
関
係
団
体
に
理
解
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
９
月
の
第
３
週
を
「
福
ま
ち
ウ
ィ
ー
ク
」

と
位
置
づ
け
期
間
中
に
各
種
の
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

・
２１
年
度
：
平
成
２１
年
９
月
１３
日
～
１９
日

・
２２
年
度
：
平
成
２２
年
９
月
１２
日
～
１８
日

※
２３
年
度
：
平
成
２３
年
９
月
１１
日
～
１７
日

�
－
１

福
ま
ち
パ
ネ
ル
展
の

開
催

［
新
規
事
業
］

※
２１
年
度
～

地
区
福
ま
ち
活
動
の
様
子
を
記
録
し
た
写
真
パ
ネ
ル
等
を
展
示

す
る
こ
と
に
よ
り
、
福
ま
ち
に
対
す
る
市
民
理
解
と
活
動
へ
の
参

加
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
開
催
し
ま
す
。

・
福
ま
ち
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
、
地
下
街
オ
ー
ロ
ラ
ス
ク
エ
ア
で
開
催

・
パ
ネ
ル
展
示
数
：
３６
点

・
小
学
生
の
ポ
ス
タ
ー
と
同
時
展
示

実
績

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

研
修
回
数

２８
研
修

５５
研
修

８７
研
修

研
修
日
数

６６
日

５５
日

１１
２
日

受
講
者
数

２
，１
４０
名

１
，８
５２
名

４
，０
８０
人

受
講
率

９９
．５
％

１１
２
．２
％

１３
３
．３
％

開
催
回
数

２４
回

２５
回

５８
回

参
加
者
数

１
，５
９８
人

１
，３
８２
人

２
，９
７６
人

年
度

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

地
区
数

６１
地
区

６２
地
区

６３
地
区

６２



事
業
整
理
区
分

具
体
的
取
り
組
み
項
目
（
事
業
）

事
業

内
容

事
業
実
績
（
２０
～
２２
年
度
）

大
項
目
・
中
項
目

�
－
２

福
ま
ち
活
動
写
真
・

広
報
誌
コ
ン
ク
ー
ル

［
新
規
事
業
］

※
２１
年
度
～

福
ま
ち
活
動
の
様
子
を
記
録
し
た
「
活
動
写
真
」
と
地
区
で
の

取
り
組
み
を
紹
介
し
た
「
広
報
紙
」
の
コ
ン
ク
ー
ル
及
び
作
品
の

展
示
を
通
じ
て
福
ま
ち
実
践
者
の
取
り
組
み
を
賞
賛
し
、
多
く
の

市
民
に
福
ま
ち
活
動
に
対
す
る
理
解
と
参
加
促
進
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
開
催
し
ま
す
。

・
応
募
状
況

・
表
彰
：
最
優
秀
賞
１
点
・
優
秀
賞
２
点
・
審
査
員
特
別
賞
４
点
・
佳
作
８
点
程
度
を
例
年
選
定

・
表
彰
式
：
「
市
民
活
動
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
開
催

・
展
示
：
か
で
る
２
・
７
ホ
ー
ル
で
１
日
間

総
合
セ
ン
タ
ー
で
３
日
間

�
－
３

小
学
生
の
描
く
「
人

に
や
さ
し
い
福
祉
の
ま

ち
づ
く
り
ポ
ス
タ
ー
」

作
品
展
の
開
催

［
新
規
事
業
］

※
２１
年
度
～

児
童
が
助
け
合
い
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
よ
り
身
近
に
感
じ
、
地

域
福
祉
に
対
す
る
意
識
を
育
て
る
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
、「
人

に
や
さ
し
い
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
ポ
ス
タ
ー

の
作
品
展
を
開
催
し
ま
す
。

・
応
募
状
況

・
表
彰
：
最
優
秀
賞
１
点
・
優
秀
賞
２
点
・
審
査
員
特
別
賞

４
点
・
佳
作
２３
点
程
度
を
例
年
選
定

・
表
彰
式
：
［
札
幌
す
み
れ
ホ
テ
ル
］
で
開
催
（
例
年
、
父
兄
多
数
参
加
）

・
展
示
：
地
下
街
オ
ー
ロ
ラ
ス
ク
エ
ア

�
地
域
見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー
の
制

度
（
再
掲
）

日
常
生
活
の
中
で
「
何
と
な
く
気
に
か
け
る
」
程
度
の
見
守
り

に
よ
り
、
安
否
を
確
認
し
、
異
変
に
気
づ
い
た
際
に
は
、
福
祉
推

進
員
や
民
生
委
員
に
連
絡
す
る
「
地
域
見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー
」
を

全
市
的
に
養
成
し
ま
す
。

（
大
項
目
）
福
ま
ち
推
進
事
業
の
充
実

（
中
項
目
）
地
域
見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー
制
度

	
福
ま
ち
学
習
会
の
開
催

※
２１
年
度
～
２３
年
度

終
了

福
ま
ち
の
担
い
手
の
拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
福
ま
ち
へ

の
参
加
に
つ
な
が
る
よ
う
な
入
門
研
修
を
地
区
に
出
向
き
開
催
し

ま
す
。

・
２０
名
×
５
回
（
５
区
５
地
区
）

・
２１
年
度
実
績
：
５
区
５
地
区
：
中
央
区
苗
穂
地
区
・
白
石
区
白
石
地
区
・
豊
平
区
福
住
地
区
・
清
田
区

里
塚
美
し
が
丘
地
区
・
西
区
西
町
地
区

・
２２
年
度
実
績
：
５
区
５
地
区
：
北
区
新
琴
似
西
地
区
・
東
区
北
栄
地
区
・
厚
別
区
青
葉
地
区
・
南
区
南

沢
地
区
・
手
稲
区
新
発
寒
地
区

※
２３
年
度
実
績
：
５
区
５
地
区
：
中
央
区
南
円
山
地
区
・
白
石
区
東
白
石
地
区
・
豊
平
区
東
月
寒
地
区
・

清
田
区
全
地
区
・
西
区
八
軒
中
央
地
区

�
幅
広
い
世
代
に
対
応
し
た
地
区

福
ま
ち
活
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
検

討

若
い
世
代
の
参
加
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
地
域
内
の
中

学
校
、
高
校
、
大
学
等
と
協
働
で
取
り
組
め
る
活
動
プ
ロ
グ
ラ
ム

や
、
団
塊
の
世
代
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
活
動
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
地
区
福
ま
ち
と
と
も
に
考
え
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

・
一
部
地
区
で
は
、
大
学
生
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
動
き
あ
り

�
地
域
見
守
り
サ

ポ
ー
タ
ー
制
度

［
新
規
事
業
］

�
「
地
域
見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー
」

養
成
講
座
の
実
施

［
新
規
事
業
］

こ
れ
ま
で
、
日
中
、
仕
事
や
学
校
等
で
活
動
で
き
な
か
っ
た

方
々
が
、
見
守
り
活
動
に
参
加
し
て
い
け
る
よ
う
な
養
成
講
座
を

実
施
し
ま
す
。

（
２２
年
度
実
績
）

・
養
成
講
座
：
３２
回

・
受
講
者
数
：
１
．４
１２
名

・
主
な
内
訳
：
地
区
社
協
（
福
ま
ち
）
４２
４
名
／
８
回
、
連
町
（
単
町
）
２６
３
名
／
１０
回
、

V
研
集
合
型

２３
６
名
／
３
回
、
企
業
５９
名
／
２
回
、
老
人
ク
ラ
ブ
４３
名
／
２
回
、
民
児
協
２８
名
／
１
回
、
学
校
１９
６
名

／
１
回

ほ
か

�
「
児
童
・
生
徒
の
地
域
見
守

り
サ
ポ
ー
タ
ー
」
養
成
講
座
の

実
施
［
新
規
事
業
］

児
童
・
生
徒
の
見
守
り
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
た
め
、
学

校
な
ど
に
お
い
て
養
成
講
座
を
実
施
し
ま
す
。

・
上
記
記
載
の
と
お
り

・
学
校
１９
６
名
／
１
回
（
白
石
区
）

�
テ
キ
ス
ト
の
作
成

［
新
規
事
業
］

福
祉
の
ま
ち
推
進
セ
ン
タ
ー
事
業
の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
、

見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー
に
伝
え
た
い
こ
と
、
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

の
運
営
方
法
、
企
画
・
運
営
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
掲
載
。

・
講
師
向
け
テ
キ
ス
ト
は
、
下
記
「
見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー
用
テ
キ
ス
ト
」
を
活
用
（
補
足
的
に
パ
ワ
ー
ポ

イ
ン
ト
資
料
使
用
）

�
見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー
用
テ
キ
ス

ト
の
作
成
［
新
規
事
業
］

「
福
ま
ち
活
動
を
理
解
す
る
」、
「
地
域
見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー
の

役
割
」
な
ど
を
掲
載
し
た
見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー
用
テ
キ
ス
ト
を
養

成
講
座
の
み
な
ら
ず
、
他
の
研
修
な
ど
で
も
活
用
し
て
い
き
ま

す
。

・
作
成
部
数
：
６
，０
００
部

	
「
高
齢
者
見
守
り
月
間
」
を
提

唱
［
新
規
事
業
］

福
ま
ち
関
係
者
を
は
じ
め
、
町
内
会
、
地
域
見
守
り
サ
ポ
ー

タ
ー
が
連
携
し
て
高
齢
者
宅
の
訪
問
や
広
報
活
動
を
展
開
し
て
、

高
齢
者
の
自
殺
や
孤
立
死
の
防
止
に
つ
な
げ
、
住
民
の
意
識
向
上

に
つ
な
げ
ま
す
。

・
未
実
施

年
度

２１
年
度

２２
年
度

※
２３
年
度

写
真

７６
作
品

６９
作
品

６６
作
品

広
報
紙

３５
作
品

３４
作
品

３１
作
品

年
度

２１
年
度

２２
年
度

※
２３
年
度

作
品
数

１６
３
作
品

２５
９
作
品

１８
６
作
品

６３



項
目

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

登
録
数

３７
３
サ
ロ
ン

４１
４
サ
ロ
ン

４５
０
サ
ロ
ン

新
規

６２
サ
ロ
ン

５７
サ
ロ
ン

５７
サ
ロ
ン

実
施
回
数

６
，７
１０
回

７
，４
９５
回

８
，７
４９
回

参
加
者
数

１０
６
，５
６６
人

１０
８
，５
２０
人

１４
０
，２
３８
人

V
参
加
数

２６
，５
７３
人

２８
，６
２５
人

３４
，３
１５
人

項
目

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

申
込
数

４
，２
９２
世
帯

４
，３
２１
世
帯

４
，３
５７
世
帯

該
当
世
帯

４
，１
１８
世
帯

４
，１
４８
世
帯

４
，１
５７
世
帯

地
域
協
力
員

１
，４
３３
人

１
，５
１７
人

１
，５
８４
人

団
体
数

１４
１
団
体

１５
８
団
体

１７
４
団
体

項
目

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

利
用
者

５０
０
世
帯

５０
０
世
帯

５０
０
世
帯

協
力
員

５０
０
世
帯

５０
０
世
帯

５０
０
世
帯

協
力
団
体

１３
１
団
体

１４
７
団
体

１６
６
団
体

項
目

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

団
体
数

５３
１
団
体

６５
５
団
体

６７
２
団
体

会
員
数

３０
，４
７０
人

４０
，７
６２
人

４２
，８
７０
人

個
人
数

４７
６
人

６１
４
人

１
，０
８５
人

項
目

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

体
験
施
設

２３
７
施
設

３５
８
施
設

３７
８
施
設

体
験
メ
ニ
ュ
ー

４０
５
メ
ニ
ュ
ー

７５
２
メ
ニ
ュ
ー

８１
０
メ
ニ
ュ
ー

体
験
者
数

４０
５
人

７５
２
人

４２
１
人

項
目

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

要
請

２４
６
件

１６
７
件

１６
４
件

希
望

２１
１
件

１３
２
件

１６
６
件

そ
の
他

１
，２
２０
件

１
，１
１３
件

１
，１
３０
件

事
業
整
理
区
分

具
体
的
取
り
組
み
項
目
（
事
業
）

事
業

内
容

事
業
実
績
（
２０
～
２２
年
度
）

大
項
目
・
中
項
目

３
ふ
れ
あ
い
・
い

き
い
き
サ
ロ
ン

の
普
及
と
拡
充

�
歩
い
て
行
け
る
範
囲
（
町
内
会

レ
ベ
ル
）
で
の
サ
ロ
ン
活
動
促

進

住
民
が
歩
い
て
行
け
る
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
気
軽
に
参
加
で
き

る
町
内
会
レ
ベ
ル
で
の
サ
ロ
ン
活
動
を
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

・
サ
ロ
ン
活
動
状
況

※
登
録
数
は
活
動
休
止
中
除
く

�
ふ
れ
あ
い
・
い
き
い
き
サ
ロ
ン

活
動
の
啓
発
・
普
及

事
例
集
や
手
引
き
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
で
、
ふ
れ
あ
い
・
い

き
い
き
サ
ロ
ン
の
作
り
方
や
効
果
な
ど
を
伝
え
、
積
極
的
に
サ
ロ

ン
活
動
を

P
R
し
、
サ
ロ
ン
活
動
を
拡
充
し
て
い
き
ま
す
。
ま

た
、
研
修
会
や
セ
ミ
ナ
ー
等
を
継
続
し
て
開
催
し
、
サ
ロ
ン
に
対

す
る
意
識
や
関
心
を
高
め
、
活
動
の
幅
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
支
援

し
て
い
き
ま
す
。

・
ふ
れ
あ
い
・
い
き
い
き
サ
ロ
ン
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

２１
年
度
：
４７
３
名
→
２２
年
度
：
３８
３
名

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
サ
ロ
ン
情
報
公
開
：
４５
０
サ
ロ
ン

１９
年
度
か
ら
実
施
（
開
催
日
時
・
場
所
・
内
容
・
参
加
方
法
等
）

・
札
幌
市
地
域
サ
ロ
ン
（
集
い
の
場
）
の
実
態
調
査

２２
年
度
実
施
：
８４
５
件
（
地
域
サ
ロ
ン
５７
１
件
、
児
童
会
館
主
催
の
子
育
て
サ
ロ
ン
１６
４
件
、
憩
の
家
６５

件
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ス
ト
ラ
ン
等
４５
件
）

４
福
祉
除
雪
サ
ー

ビ
ス
事
業
の
充

実

�
福
祉
除
雪
活
動
の
担
い
手
確
保

学
生
や
勤
労
者
な
ど
の
若
い
世
代
な
ど
に
も
、
福
祉
除
雪
制
度

を
さ
ら
に

P
R
す
る
な
ど
、
多
く
の
方
に
協
力
い
た
だ
け
る
よ
う

支
援
し
、
ご
近
所
同
士
の
支
え
合
い
が
促
進
す
る
こ
と
を
目
指
し

ま
す
。

・
活
動
実
績

�
福
祉
除
雪
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
検

討
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
満
足
度
は

高
く
、
好
評
を
得
て
い
る
と
評
価
で
き
る
が
、
よ
り
ニ
ー
ズ
に
即

し
た
福
祉
除
雪
制
度
の
実
施
を
目
指
し
、
引
き
続
き
ア
ン
ケ
ー
ト

を
行
う
と
と
も
に
サ
ー
ビ
ス
内
容
・
条
件
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
（
外
部
に
集
約
・
分
析
依
頼
）

５
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
の
振
興
・

普
及
の
強
化

�
市
・
区
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
の
運
営

�
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
の
促
進
及

び
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
強

化

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
希
望
者
の
登
録
を
促
進
し
、
活
動
者
を
拡
大
し

て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
支
援
を
希
望
し
て
い
る

人
と
の
調
整
を
適
切
に
行
え
る
よ
う
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
を
強

化
し
て
い
き
ま
す
。

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
状
況

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
件
数

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
派
遣
数

２０
年
度
：
２３
４
件
→
２１
年
度
：
１４
０
件
→
２２
年
度
：
６３
件

�
日
常
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験

の
受
入
整
備
・
情
報
提
供

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
て
体
験
活
動
を

行
え
る
よ
う
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
入
先
の
確
保
を
図
る
と
と
も

に
、
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
の
広
報
媒
体
に
よ
り
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
状
況

６４



事
業
整
理
区
分

具
体
的
取
り
組
み
項
目
（
事
業
）

事
業

内
容

事
業
実
績
（
２０
～
２２
年
度
）

大
項
目
・
中
項
目

�
企
業
・
団
体
に
対
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
の
促
進

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
よ
り
促
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、
企
業

や
団
体
・
商
店
の
役
割
が
重
要
で
す
。

企
業
や
団
体
・
商
店
な
ど
の
活
動
事
例（
「
こ
ど
も
１１
０
番
」、「
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
等
の
見
守
り
活
動
や
募
金
活
動
等
）
を
広
報

誌
等
で
積
極
的
に
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
福
祉
貢
献
活
動
に
関
心
の
あ
る
企
業
等
の
意
向
・
要
望
に
合
わ

せ
て
、
出
前
講
座
や
札
幌
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
学
ぶ
機
会
の
提
供
・
支
援
を
行
い
ま
す
。

（
主
な
企
業
等
と
の
関
わ
り
）

・
企
業
の
社
会
貢
献
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
に
よ
る
連
携

・
芸
能
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
企
業
へ
の
派
遣
調
整
（
中
央
区
）

・
イ
オ
ン
グ
ル
ー
プ
（
黄
色
レ
シ
ー
ト
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）
と
の
連
携
（
豊
平
区
）

・
福
祉
除
雪
協
力
員
の
企
業
参
加
の
調
整
（
西
区
）

�
福
祉
教
育
の
支
援

社
会
福
祉
協
力
校
の
指
定
推
進
や
福
祉
用
具
や
参
考
資
料
の
貸

し
出
し
、
研
修
講
師
の
派
遣
・
紹
介
な
ど
を
行
い
、
学
校
や
地
域

が
行
う
福
祉
教
育
を
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
機
材
の
貸
出

・
社
会
福
祉
協
力
校
の
指
定

	
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
者
の
支
援

札
幌
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
協
議
会
等
の
活
動
者
に
対
し
て
、

活
動
が
十
分
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
情
報
提
供
や
研
修
事
業
な
ど
支

援
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

・
札
幌
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
協
議
会
（
各
区
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
会
）

総
会
・
研
修
会
・
広
報
紙
（
会
員
数
：
４
，０
９１
人
：
団
体
１５
３
個
人
８２
４
）

・
札
幌
市
在
宅
福
祉
活
動
団
体
連
絡
会

研
修
会
・
交
流
サ
ロ
ン
・
広
報
紙
（
会
員
２４
団
体
）


団
塊
の
世
代
の

た
め
の
福
祉
啓

発
事
業

［
新
規
事
業
］

※
２１
年
度
～

団
塊
が
ゆ
く
研
修
会
、
フ
ォ
ー
ラ

ム
等
の
開
催

［
新
規
事
業
］

※
２１
年
度
～

団
塊
の
世
代
が
興
味
・
関
心
の
あ
る
テ
ー
マ
を
中
心
に
フ
ォ
ー

ラ
ム
等
を
開
催
し
、
福
祉
活
動
へ
の
意
識
を
啓
発
し
ま
す
。

（
２１
年
度
実
績
）

・
団
塊
が
ゆ
く
！
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
：
１４
７
名

・
団
塊
世
代
対
象
「
高
齢
者
福
祉
施
設
見
学
ツ
ア
ー
・
意
見
交
換
会
」
：
２７
名

（
２２
年
度
～
）

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
大
学
（
札
幌
と
き
め
き
大
学
）
の
新
設
（
１
年
間
・
５０
単
位
取
得
）

応
募
者
４３
名
・
合
格
者
３３
名
・
修
了
者
２８
名

�
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
の
設
置
・

運
営
マ
ニ
ュ
ア

ル
づ
く
り

�
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

関
係
機
関
連
絡
調
整
会
議
の
開

催 ［
新
規
事
業
］

※
２２
年
度
～

災
害
時
、
速
や
か
に
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
立
ち
上
げ

を
行
う
た
め
に
、
社
協
・
行
政
・

N
P

O
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

等
と
の
連
絡
調
整
会
議
を
開
催
し
ま
す
。

・
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
設
置
・
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
検
討
委
員
会
の
開
催

４
回

・
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
説
明
会
：
１
回
８０
名

・
札
幌
市
緊
急
物
資
仕
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
付
・
調
整

３
／
２４
～
２９

延
４０
０
人

・
東
北
復
興
支
援
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
ス
の
運
行

運
行
回
数
：
８
回
、
参
加
者
：
３２
０
人

［
新
規
事
業
］

�
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

設
置
・
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作

成 ［
新
規
事
業
］

※
２２
年
度
～

災
害
発
生
時
に
、
迅
速
か
つ
円
滑
に
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

受
け
入
れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
作
成

し
た
「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
設
置
・
運
営
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
の
普
及
・
啓
発
を
札
幌
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
セ
ン
タ
ー
の

研
修
や
出
前
講
座
な
ど
を
通
じ
て
図
り
ま
す
。

・
設
置
・
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
：
４
，０
００
部

・
設
置
・
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
概
要
版
：
８
，０
００
部

・
出
前
講
座

P
R
チ
ラ
シ
：
５
，０
００
部

・
出
前
講
座
（
２２
年
度
）
～
２
回

�
福
祉
教
育
の
推

進 ［
新
規
事
業
］

�
福
祉
教
育
を
検
討
会
議
の
開
催

［
新
規
事
業
］

※
２１
年
度
実
施

教
育
委
員
会
、
保
健
福
祉
局
等
の
関
係
機
関
と
協
議
す
る
と
と

も
に
、
教
員
も
含
め
検
討
を
行
い
ま
す
。

・
小
学
生
５
・
６
年
生
向
け
「
福
祉
教
育
読
本
」
作
成
委
員
会

２
回

・
教
員
向
け
「
福
祉
体
験
ア
イ
デ
ィ
ア
集
」
作
成
委
員
会

２
回

�
「
教
員
向
け
福
祉
体
験
ア
ィ

デ
ィ
ア
集
」
の
作
成

［
新
規
事
業
］

※
２２
年
度
実
施

教
育
委
員
会
、
学
校
及
び
教
員
の
方
々
と
連
携
し
て
作
成
し
た

「
教
員
向
け
福
祉
教
育
推
進
の
手
引
き
」
の
普
及
・
啓
発
を
札
幌

市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
セ
ン
タ
ー
の
研
修
や
出
前
講
座
な
ど
を
通

じ
て
図
り
ま
す
。

・
発
行
部
数
：
１０
，０
００
部

�
「
小
学
生
５
・
６
年
生
向
け
福

祉
教
育
副
読
本
」
の
作
成

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
た
り
、
高
齢
者
や
障
が
い
の

方
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
た
り
す
る
生
徒

向
け
「
福
祉
教
育
副
読
本
」
の
普
及
・
啓
発
を
小
・
中
学
校
等
へ

の
出
前
講
座
な
ど
を
通
じ
て
図
り
ま
す
。

・
２１
年
度
作
成
：
３５
，０
００
部

・
２２
年
度
作
成
：
１５
，５
００
部

年
度

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

件
数

１８
５
件

５３
７
件

８８
７
件

年
度

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

指
定
数

３３
５
校

３３
５
校

３３
９
校

６５



２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

１０
，２
２９
件

１３
，６
１２
件

１７
，０
０７
件

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

２３
０
件

２６
０
件

２８
３
件

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

３７
２
人

３３
７
人

３８
３
人

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

１１
，０
００
部

７
，０
００
部

３
，０
００
部

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

７
，０
００
部

１０
，０
００
部

３
，０
００
部

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

１８
回

２２
回

１７
回

７８
０
名

３７
６
人

５８
８
人

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

２４
３
名

２９
１
人

２９
５
人

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

５８
件

１９
０
件

３１
５
件

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

２
人

３
人

３
人

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

４０
３
件

３０
６
件

３９
３
件

事
業
整
理
区
分

具
体
的
取
り
組
み
項
目
（
事
業
）

事
業

内
容

事
業
実
績
（
２０
～
２２
年
度
）

大
項
目
・
中
項
目

�
児
童
・
生
徒
向
け
「
夏
休
み
福

祉
体
験
教
室
」
の
実
施

夏
休
み
を
利
用
し
、
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
、
高
齢
者
や
障
が

い
者
と
の
交
流
や
介
護
な
ど
を
体
験
し
、
福
祉
へ
の
関
心
を
高
め

ま
す
。

（
２１
年
度
実
施
）

・
親
子
で
参
加
！

福
祉
体
験
教
室
の
開
催
：
６
組
１２
名

・
札
幌
市
学
び
の
サ
ポ
ー
タ
ー
活
用
事
業
へ
の
協
力

登
録
者
数
：
３４
５
名
、
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
者
：
１２
５
名

�
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
を
支
え
る
活
動
の
充
実

１
高
齢
者
・
障
が

い
者
生
活
あ
ん

し
ん
支
援
セ
ン

タ
ー
の
運
営

�
日
常
生
活
自
立

支
援
事
業

�
専
門
員
の
全
区
配
置
の
実
現

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
を
必
要
と
す
る
利
用
者
に
対
し
、
身

近
な
地
域
で
迅
速
に
支
援
が
で
き
る
よ
う
専
門
員
の
全
区
配
置
を

目
指
し
ま
す
。

・
相
談
件
数

・
契
約
件
数

・
専
門
員
数
２０
年
度
：
６
人
→
２１
年
度
：
７
人
→
２２
年
度
：
７
人

�
生
活
支
援
員
の
養
成
と
資
質
向

上
の
た
め
の
研
修
実
施

様
々
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
、
利
用
者
へ
の
金
銭
管
理
や

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
援
助
を
行
う
、
生
活
支
援
員
の
養
成
、
登
録

者
研
修
及
び
現
任
研
修
を
行
い
ま
す
。

（
生
活
支
援
員
研
修
）

・
生
活
支
援
員
登
録
数

�
事
業
の
周
知
活
動
の
推
進

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
広
報
物
を
活
用
、
広
報
紙
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

へ
の
掲
載
や
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
等
の
専
門
家
、
福
ま
ち
な
ど
の

住
民
組
織
へ
の
出
前
講
座
を
行
い
、
成
年
後
見
事
業
と
併
せ
て
事

業
の
周
知
を
図
り
ま
す
。

・
事
業
概
要
チ
ラ
シ
（

A
４
両
面
カ
ラ
ー
）

・
日
自
・
後
見
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（

A
４
カ
ラ
ー
８
頁
）

・
当
事
者
組
織
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
関
係
機
関
、
町
内
会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
等
の
研
修
会
等

で
の
事
業
説
明
（
出
前
講
座
）

・
「
成
年
後
見
・
権
利
擁
護
セ
ミ
ナ
ー
」
の
開
催


成
年
後
見
事
業

（
法
人
後
見
）

成
年
後
見
制
度
の
周
知
と
相
談
の

実
施

出
前
講
座
の
実
施
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
・
活
用
な
ど
を
と

お
し
て
、
成
年
後
見
制
度
の
市
民
へ
の
周
知
を
図
り
、
同
制
度
に

関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
、
他
関
係
機
関
へ
の
橋
渡
し
を
す
る
な

ど
必
要
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

（
広
報
啓
発
事
業
）

同
上

・
相
談
件
数

・
就
任
数

�
福
祉
サ
ー
ビ
ス

苦
情
相
談

福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
相
談
の
周
知

と
相
談
の
実
施

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
、
市
民
へ
の
周
知
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
相
談
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
弁
護
士
・
学
識

経
験
者
・
福
祉
関
係
者
な
ど
で
構
成
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
調
整
委

員
会
が
、
公
平
・
中
立
の
立
場
で
、
解
決
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

・
相
談
件
数

研
修
名

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

候
補
者

１０
３
人

１１
１
人

６６
人

現
任
者

３３
人

３４
人

延
８７
人

登
録
者

８８
人

９７
人

９１
人

６６



事
業
整
理
区
分

具
体
的
取
り
組
み
項
目
（
事
業
）

事
業

内
容

事
業
実
績
（
２０
～
２２
年
度
）

大
項
目
・
中
項
目

�
障
が
い
者
あ
ん

し
ん
相
談

障
が
い
者
あ
ん
し
ん
相
談
の
周
知

と
相
談
の
実
施

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
、
市
民
へ
の
周
知
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
相
談
に
つ
い
て
は
、
内
容
に
応
じ
て
、
通
常
の
相
談
と
は

別
に
、
月
に
１
度
、
札
幌
弁
護
士
会
所
属
の
弁
護
士
に
よ
る
「
無

料
法
律
相
談
」
を
予
約
制
で
行
い
ま
す
。

・
相
談
件
数

・
無
料
法
律
相
談

�
高
齢
者
虐
待
相

談
高
齢
者
虐
待
相
談
の
周
知
と
相

談
、
高
齢
者
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
推
進

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
、
市
民
へ
の
周
知
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
早
期
発
見
・
解
決
を
目
指
す
た

め
、
老
人
福
祉
施
設
・
弁
護
士
・
民
生
委
員
児
童
委
員
・
警
察
・

医
師
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
人
権
擁
護
委
員
会
、
認
知
症

の
人
と
家
族
の
会
、行
政
及
び
社
協
等
の
関
係
機
関
か
ら
な
る「
高

齢
者
虐
待
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
委
員
会
」
を
年
数
回
開
催
し
、
区

役
所
か
ら
の
事
例
な
ど
を
も
と
に
、
迅
速
な
対
応
や
協
力
体
制
の

確
立
を
目
指
し
ま
す
。

・
相
談
件
数

・
高
齢
者
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
～
年
３
回

２
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
質
の
向
上

�
福
祉
サ
ー
ビ
ス

従
事
者
の
研
修

や
市
民
啓
発
の

た
め
の
事
業

�
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

の
職
員
の
資
質
向
上
と
制
度

へ
の
市
民
理
解
の
促
進

市
民
へ
の
介
護
保
険
制
度
へ
の
理
解
促
進
、
関
係
職
員
の
資
質

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
や
各
種
研

修
会
、
市
民
向
け
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
な
ど
を
と
お
し
て
、
介
護
支

援
専
門
員
連
絡
協
議
会
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
連
絡
協
議

会
の
運
営
を
支
援
し
ま
す
。

・
札
幌
市
介
護
支
援
専
門
員
連
絡
協
議
会
（
会
員
：
１
，１
９６
名
）

情
報
誌
、
研
修
会
、
市
民
向
け
イ
ベ
ン
ト
、
各
区
支
部
活
動

・
札
幌
市
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
連
絡
協
議
会
（
会
員
：
２８
２
事
業
所
）

情
報
誌
、
研
修
会

�
施
設
職
員
の
資
質
向
上
と
施
設

機
能
の
P
R
の
推
進

高
齢
者
、
障
が
い
者
、
児
童
養
護
、
母
子
、
保
育
及
び
救
護
な

ど
の
社
会
福
祉
施
設
職
員
の
資
質
向
上
や
市
民
の
理
解
促
進
を
目

的
に
、
各
種
の
セ
ミ
ナ
ー
や
事
業
を
札
幌
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修

セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
な
が
ら
実
施
し
ま
す
。

（
施
設
福
祉
部
会
活
動
支
援
）

３
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
充

実

地
域
住
民
及
び
住
民
福
祉
活
動
関

係
者
に
対
す
る
介
護
予
防
の
普
及

・
啓
発
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

の
支
援

介
護
予
防
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
、
介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
等
と
連
携
し
、
地
区
福
祉
の
ま
ち
推

進
セ
ン
タ
ー
等
住
民
参
加
に
よ
る
支
え
合
い
活
動
、
社
協
の
総
合

相
談
機
能
等
を
い
か
し
た
総
合
的
な
介
護
予
防
シ
ス
テ
ム
の
構
築

を
目
指
し
ま
す
。

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
主
催
に
よ
る
区
運
営
会
議
の
出
席
に
よ
る
情
報
共
有

・
介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
「
す
こ
や
か
倶
楽
部
」
開
催
に
伴
う
連
携

・
福
ま
ち
の
見
守
り
活
動
な
ど
個
別
事
例
に
関
す
る
連
携

４
低
所
得
世
帯
等

へ
の
支
援
の
推

進

生
活
課
題
に
対
応
し
た
総
合
的
な

援
助

生
活
設
計
や
多
様
な
生
活
問
題
に
悩
む
市
民
に
対
し
て
、
適
切

な
専
門
機
関
を
紹
介
・
助
言
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
他
の
各
種
制
度
を
利
用
で
き
な
い
低
所
得
世
帯
等
に
対

し
て
、
自
立
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
、
関
係
機
関
の
援
助
に

よ
り
、
資
金
貸
し
付
け
を
行
い
ま
す
。

・
生
活
福
祉
資
金
貸
付
状
況

・
応
急
援
護
資
金
貸
付
状
況

�
協
働
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化

１
広
報
・
啓
発
活

動
の
充
実

�
広
報
紙
等
ペ
ー
パ
ー
情
報
に
よ

る
広
報
・
啓
発
活
動
の
強
化

社
協
の
事
業
活
動
や
地
域
の
福
祉
活
動
の
紹
介
を
と
お
し
て
、

地
域
福
祉
の
現
状
と
課
題
を
知
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
市
・
区

社
協
の
広
報
紙
、

P
R
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
内
容
を
充
実
さ
せ
、

同
内
容
の
情
報
を
社
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
も
掲
載
し
て
い
き
ま

す
。

（
市
社
協
広
報
紙
「
や
さ
し
い
街
」
発
行
）

年
６
回
奇
数
月
：
１３
，２
００
部

（
※
２３
年
度
重
点
掲
載
）

・
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
社
協
を
伝
え
る
か
ら
使
え
る
へ
」

・
地
域
福
祉
推
進
事
業
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
関
連
事
業
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

・
シ
リ
ー
ズ
こ
れ
も
社
協
の
仕
事

・
区
社
協
コ
コ
イ
チ
事
業
な
ど

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

２
，２
９３
件

１
，８
２９
件

２
，１
９２
件

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

２５
件

２２
件

１３
件

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

６１
件

４３
件

４６
件

部
会
内
容

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

大
都
市
施
設
協

６２
名（
札
幌
大
会
）

１０
人

７
人

参
加
者
数

国
内
派
遣
研
修

７
人

８
人

７
人

救
急
法
セ
ミ
ナ
ー

１１
８
人

１２
６
人

１３
１
人

新
人
職
員
セ
ミ
ナ
ー

１１
８
人

１０
６
人

８８
人

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

２４
８
件

７５
５
件

１
，１
０８
件

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

１４
９
件

１６
８
件

９６
件

６７



事
業
整
理
区
分

具
体
的
取
り
組
み
項
目
（
事
業
）

事
業

内
容

事
業
実
績
（
２０
～
２２
年
度
）

大
項
目
・
中
項
目

�
各
種
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
等
を
活
用

し
た
P
R
の
強
化

新
聞
や
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
、
地
域

F
M
局
や
テ
レ
ビ
等
を
活

用
し
、
気
軽
に
参
加
で
き
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
研
修
会
等
の

福
祉
情
報
の
発
信
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

F
M
局
へ
の
出
演

・
札
幌
市
広
報
番
組
「
札
幌
ふ
る
さ
と
再
発
見
」
に
よ
る
福
ま
ち
活
動
の

P
R

・
福
祉
機
器
展
示
ホ
ー
ル
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の

T
V
紹
介

�
口
コ
ミ
情
報
に
よ
る
情
報
弱
者

へ
の
情
報
伝
達
活
動
の
強
化

福
ま
ち
活
動
や
ふ
れ
あ
い
・
い
き
い
き
サ
ロ
ン
活
動
の
中
で
、

情
報
の
入
手
が
困
難
な
方
へ
、
チ
ラ
シ
の
配
布
や
口
伝
え
な
ど

で
、
必
要
な
情
報
を
伝
え
て
い
く
活
動
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

・
福
ま
ち
活
動
や
ふ
れ
あ
い
・
い
き
い
き
サ
ロ
ン
活
動
で
の

P
R
活
動
の
拡
大
の
呼
び
か
け
を
区
社
協
中

心
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

２
市
民
へ
の
福
祉

情
報
の
提
供

�
社
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
・

強
化

［
新
規
事
業
］

※
２１
年
度
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル

見
や
す
さ
・
使
い
や
す
さ
を
追
求
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
目
指

し
ま
す
。
ま
た
、
福
祉
関
連
の
多
様
な
情
報
の
中
か
ら
必
要
と
す

る
情
報
に
迅
速
に
ア
ク
セ
ス
で
き
、
相
互
活
用
で
き
る
よ
う
「
役

立
つ
福
祉
関
連
情
報
の
リ
ン
ク
集
」
を
充
実
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ク
セ
ス
数

・
代
表
メ
ー
ル
へ
の
問
合
せ
増
加

（
月
１
～
３
件
⇒
月
５
～
１０
件
）

�
福
祉
情
報
セ
ン
タ
ー
（
情
報

室
）
の
利
用
促
進

福
祉
関
係
者
の
要
望
や
意
見
を
取
り
入
れ
て
、
専
門
図
書
・
資

料
を
充
実
さ
せ
、「
福
祉
の
専
門
図
書
室
」
と
し
て
の
特
性
を
活

か
し
て
い
く
と
と
も
に
、
一
般
の
方
に
も
福
祉
に
関
心
を
持
っ
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
読
み
や
す
い
図
書
や
視
聴
覚
資
料
等
を
充
実

さ
せ
て
い
き
ま
す
。

・
図
書
資
料
サ
ー
ビ
ス

・
図
書
館
利
用
者
数

・
登
録
者
数
（
２３
．６
現
在
）

個
人
１３
，６
５７
人
・
福
祉
団
体
２０
・
そ
の
他
２８

３
福
祉
教
育
の
推

進
（
再
掲
）

（
大
項
目
）
５
．
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
振
興
・
普
及
の
強
化
（
中
項
目
）
�
福
祉
教
育
の
推
進

参
照

４
障
が
い
者
関
係

団
体
と
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
強

化

�
障
が
い
者
団
体
（
当
事
者
、
事

業
者
）
と
の
懇
談
の
実
施

［
新
規
事
業
］

障
が
い
者
団
体
、
福
祉
関
係
者
、
事
業
者
、
当
事
者
、
行
政
、

社
協
な
ど
が
集
ま
り
、
情
報
交
換
、
研
修
会
な
ど
で
お
互
い
を
知

り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
ん
で
、
安
心
・
安
全
な
地
域
づ
く
り
を

目
指
す
き
っ
か
け
づ
く
り
と
な
る
場
を
提
供
し
ま
す
。

・
豊
平
区
、
清
田
区
で
障
が
い
関
係
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
実
施

・
札
幌
自
立
支
援
協
議
会
地
域
部
会
へ
の
各
区
で
の
参
画

［
新
規
事
業
］

※
２１
年
度
～

�
市
民
向
け
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

の
実
施

［
新
規
事
業
］

多
く
の
方
々
に
障
が
い
者
の
地
域
生
活
の
現
状
、
課
題
な
ど
を

知
っ
て
い
た
だ
き
、
だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
に

つ
い
て
、
共
に
考
え
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
開
催
し
ま
す
。

（
障
が
い
者
講
師
等
派
遣
事
業
）
２２
年
度
～

・
講
師
養
成
講
座
～
全
７
回
、
１７
名
参
加

・
P

R
イ
ベ
ン
ト
～
１２
０
名
参
加

・
障
が
い
講
師
派
遣
～
２８
回
、
１
，４
５１
人

�
障
が
い
者
と
市
民
の
「
ふ
れ
あ

い
フ
ェ
ス
タ
」
の
検
討

障
が
い
者
と
市
民
が
交
流
し
て
連
携
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に

開
催
し
ま
す
。パ
ネ
ル
や
作
品
展
示
、
バ
ザ
ー
、福
祉
体
験
学
習
な

ど
を
実
施
し
、多
く
の
方
々
に
障
が
い
へ
の
理
解
を
促
進
し
ま
す
。

・
事
業
の
実
施
に
向
け
た
検
討
不
足

５
企
業
等
が
参
加

し
や
す
い
福
祉

貢
献
の
環
境
づ

く
り

�
福
祉
貢
献
活
動
に
つ
い
て
の
情

報
提
供
を
行
い
ま
す

企
業
や
団
体
・
商
店
な
ど
の
活
動
事
例（
「
こ
ど
も
１１
０
番
」、「
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
等
の
見
守
り
活
動
や
募
金
活
動
等
）
を
広
報

紙
等
で
積
極
的
に
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

・
広
報
誌
に
お
け
る
収
集
ボ
ラ
の
情
報
掲
載
（

H２
２
～
）

・
大
和
ハ
ウ
ス
工
業
（
株
）
の
取
り
組
み
を
紹
介
（

H２
３
．５
）

・
チ
ャ
リ
テ
ィ
イ
ベ
ン
ト
や
福
祉
事
業
へ
の
協
力
企
業
の
紹
介

�
福
祉
貢
献
活
動
へ
の
学
習
支
援

を
行
い
ま
す

福
祉
貢
献
活
動
に
関
心
の
あ
る
企
業
等
の
意
向
・
要
望
に
合
わ

せ
て
、
出
前
講
座
を
行
う
と
と
も
に
、
札
幌
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研

修
セ
ン
タ
ー
の
「
企
業
の
社
会
貢
献
セ
ミ
ナ
ー
」
等
で
、
地
域
の

福
祉
課
題
や
活
動
の
意
義
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
の
提
供
・
支
援
を

行
い
ま
す
。

・
出
張
研
修
や
企
業
の
社
会
貢
献
活
動
を
通
じ
て
、
連
携
の
輪
を
広
げ
て
い
ま
す
。

�
ハ
ン
デ
ィ
の
あ
る
方
と
の
交
流

・
支
援
を
進
め
ま
す

企
業
の
社
員
（
退
職
者
の
地
域
デ
ビ
ュ
ー
も
含
め
て
）
が
、
障

が
い
者
施
設
等
で
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
活
動
」
を
行
っ
た

り
、
支
援
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
へ
出
向
き
、
知
識
、
技
術
を
活

用
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
障
が
い
者
が
、
企
業
や
お
店
で
「
職
場

体
験
」
す
る
な
ど
の
相
互
交
流
・
支
援
の
機
会
が
広
が
る
よ
う
、

活
動
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
活
動
を
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

・
現
状
で
は
、
社
会
福
祉
法
人
等
で
「
職
場
体
験
（
例
：
３
日
間
コ
ー
ス
）」
と
し
て
ワ
ー
ク
チ
ャ
レ
ン

ジ
事
業
に
取
り
組
み
、
就
労
に
結
び
付
け
て
い
ま
す
。

・
一
部
の
区
社
協
に
お
い
て
、
企
業
の
活
動
を
区
社
協
だ
よ
り
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

７
，４
５５
（
２５
．４
）人

８
，４
１２
（
２８
）人

９
，０
４７
（
３１
）人

（
１
日
平
均
）

２０
年
度

２１
年
度

２２
年
度

３６
，９
８６
冊

４０
，０
９３
冊

４０
，８
１３
冊

２０
年
度

２１
年
度

５９
，３
４０
件

５８
，５
９１
件

６８



資料� 社会福祉の変遷と社会福祉協議会の主な動き

時代区分 社会福祉等の主な変遷 社協の動き（全国・札幌市）※下線部札幌市分

戦後の緊急援護と
基盤整備（昭和２０
年代（１９４５～５４））
・戦後の混乱
・引揚者対策
・社会保障行政の
基盤整備
・貨幣的ニーズ

４６ （旧）生活保護法制定
４７ 国民たすけあい運動（共同募金）
４７ 児童福祉法制定
４８ 民生委員法制定
４９ 身体障害者福祉法制定
５１ 社会福祉事業法制定

５１ 都道府県社協の法定化
※社会福祉事業法に都道府県社協の組織及び事
業について規定される。
※戦後の混乱期を経て中央・地方の民間社会福
祉事業団体の組織統合による民間社会福祉活
動の強化を図るため、全国と都道府県に組織
が発足する。その後市町村にも順次組織化。

５２ 札幌市社協設立

国民皆保険・皆年
金と社会保障制度
の発展
（昭和３０（１９５５）年
代～オイルショッ
ク）

・高度経済成長と
生活水準の向上
・産業化、都市化、
核家族化
・地域問題の地域
化、国民化
・社会保障制度の
基本的な体系の
整備
・救貧から防貧へ
・福祉見直し（福
祉元年）

５５ 世帯更生資金貸付制度発足
６０ 精神薄弱者福祉法制定
６１ 児童扶養手当法制定

６３ 老人福祉法制定
６４ 母子福祉法制定
６９ ねたきり老人に対する家庭奉仕員派

遣制度創設
７０ 心身障害者対策基本法制定

高齢化率７％超える
福祉施設緊急整備５か年計画

７１ 児童手当法制定
中央社会福祉審議会「コミュニティ
形成と社会福祉」答申

７３ 福祉元年、老人医療費無料化
第１次オイルショック

７４ 経済成長率戦後初めてマイナス

５５ 札幌市社協「世帯更正資金」貸付開始
６０ 札幌市社協「心配ごと相談所」開設

６２ 全社協「社会福祉協議会基本要項」策定
※「住民主体の原則」に基づく社協の組織と活
動のあり方が示される。
徳島県社協「善意銀行」設置（愛情銀行の先鞭）
札幌市社協が地区社協の結成促進と育成開始
※社協活動を市民参加のもと地域で実施してい
くため、重点事業として開始。以後、地区に
おいて順次結成される。

６４ 札幌市社協法人設立認可
札幌市社協「愛情銀行」設置（ボランティアセ
ンター事業の前身）

６６ 札幌市社協「応急援護資金」貸付開始

７１ 札幌市社協「老人バス事業」開始
札幌市社協「在宅寝たきり老人友愛訪問活動」
開始

７２ 札幌市社協が区社協結成の基盤づくり開始
※政令市への移行に伴い、この頃から区社協結
成の基盤づくりが目標に掲げられる。このた
め、すべての地区に社協の結成が目指され
る。

社会保障制度の見
直し期（１９７０年代
後半～８０年代）

・経済成長の失速
と停滞
・政府財政赤字増
・社会保障費用の
適正化
・給付と負担の公
平
・安定的効率的な
制度基盤確立
・ノーマライゼー
ション

７６ 学童・生徒のボランティア活動
普及事業（社会福祉協力校）創設

８１ 母子及び寡婦福祉法制定（母子福祉
法改正）

８２ 老人保健法制定
８３ 社会福祉事業法改正

７８ 札幌市社協「社協だより」創刊
７９ 全社協「在宅福祉サービスの戦略」発表

※今後の福祉サービスのあり方として在宅福祉
サービスの必要性とその仕組みについて提
言。
札幌市社協「ボランティアセンター事業」開始
札幌市社協「組織強化特別委員会」設置
※今後の社協活動のあり方及び区社協設立に関
して検討始まる。

８３ 市区町村社協の法定化
※社会福祉事業法に市区町村社協の活動基盤の
強化を図るため、その組織及び事業について
規定される。
札幌市社協「社会福祉基金」設置

６９



時代区分 社会福祉等の主な変遷 社協の動き（全国・札幌市）※下線部札幌市分

８５ 福祉ボランティアの町づくり事業創
設

８６ 国際障害者年「完全参加と平等」

８７ 社会福祉士及び介護福祉士法制定
精神保健法制定
老人保健法改正（老人保健施設）

８９ 中央社会福祉審議会合同企画分科会
「今後の社会福祉のあり方について
（意見具申）」
高齢者保健福祉十ヵ年戦略（ゴール
ドプラン）策定

８４ 全社協「地域福祉計画－理論と方法」発表
※地域福祉計画策定の必要性とその方法につい
て提言。
札幌市社協「福祉ボランティア基金」設置

８６ 札幌市社協組織強化特別委員会内に「地域福祉
調査専門部会」設置
札幌市社協「福祉ボランティアの町づくり事
業」開始

８７ 札幌市社協「ボランティア活動推進モデル地区
指定事業」開始
※以後、地区社協活動充実・強化のための各種
事業が展開される。
札幌市社協「ボランティアルーム」開設

８８～９０ 札幌市区社協設立（９区）
８８ 区社協「社会福祉協力校事業」開始

札幌市社協「食事サービス活動助成事業」開始
８９ 意見具申の中で在宅福祉サービスの充実を図る

うえで社協機能の一層の発揮を期待

少子高齢社会に対
応した制度構築期
（１９９０年代）

・少子高齢社会の
進展と経済基調
の変化
・サービスの普遍
化
・公民の役割分担
・地方分権
・地域福祉の基盤
整備
・社会保障構造改
革

９０ 福祉関係８法の改正（在宅福祉サー
ビスの推進、福祉サービスの市町村
への一元化）
ふれあいのまちづくり事業創設

９１ 老人保健法改正
（老人訪問看護制度）

９３ 障害者基本法制定
福祉用具の研究開発及び普及の促進
に関する法律制定
都道府県・市町村「高齢者保健福祉
計画」策定
「国民の社会福祉に関する活動への
参加の促進を図るための措置に関す
る基本的な指針」告示

９０ 指定都市社協及び指定都市の区社協法定化等
※社会福祉事業法に指定都市及びその区につい
ての位置付け、市区町村社協の事業に「企画
・実施」の努力義務が規定される。
※地域福祉推進の中核としての新しい方向性が
明示される。
区社協「まごころ電話訪問事業」開始
区社協「除雪ボランティア事業」開始

９１ 札幌市社協「ふれあいのまちづくり事業」開始
（中央区社協で事業展開）
札幌市社協「区社協法人化促進委員会」設置
札幌市社協施設福祉部会・地域福祉部会設置

９２ 全社協「新・社会福祉協議会基本要項」策定
※福祉関係８法改正に伴い、今後の社協の組織
及び活動の指針となる要項が全面改定され
る。
※社協の地域福祉活動計画策定が打ち出され
る。
札幌市社協「地域福祉計画策定委員会」設置
札幌市社協「在宅介護者のつどい事業」実施

９３～９５ 区社協法人設立認可（９区）
９３ 札幌市社協「地域福祉市民活動計画」策定

区社協「小地域福祉ネットワーク活動推進事
業」開始

７０



時代区分 社会福祉等の主な変遷 社協の動き（全国・札幌市）※下線部札幌市分

９４ ２１世紀福祉ビジョン
エンゼルプラン策定
新ゴールドプラン策定
高齢社会対策基本法制定
高齢化率１４％超える
主任児童委員制度発足

９５ 障害者プラン策定

９７ 介護保険法制定
（５番目の社会保険）
特定非営利活動促進法制定
老年人口が年少人口を上回る

９８ 中央社会福祉審議会社会福祉構造
改革分科会「社会福祉基礎構造改革
について（中間まとめ）」

９９ 地域福祉権利擁護事業創設
新エンゼルプラン策定

９４ 全社協「ふれあいネットワークプラン２１」基本
構想及び「事業型社協推進事業」推進指針発表
※「新・社会福祉協議会基本要項」を具体化し
た社協発展・強化計画が示される。
また、「社会福祉を目的とする事業の企画・
実施」の具体的指針が示される。
札幌市社協「福祉機器リサイクル事業」開始

９５ 「札幌市地域福祉社会計画」策定（札幌市）
札幌市・区社協「福祉のまち推進事業」開始

９６ 区社協「移送サービス事業」開始
９７ 札幌市社協「地域福祉市民活動計画」第２期実

施計画策定（実施計画部分の改定）
清田区社協設立・法人化
区社協「３級ヘルパー資格取得ボランティア養
成事業」開始

９８ 基礎構造改革の中で社協は地域福祉を推進する
うえで重要な存在として位置付け

９９ 北海道社協「地域福祉権利擁護事業」開始（札
幌市地域福祉生活支援センター運営）
札幌市社協「障害者あんしん相談」「介護なん
でも相談」開始（市委託）

新しい社会福祉制
度の推進期
（２０００年以後）

・個人の尊厳と自
立生活
・地域福祉の充実
・福祉サービスの
利用制度化（措
置から契約へ）
・利用者の自己決
定の保障と支援
・社会福祉事業の
多様化・活性化
・規制緩和
・少子化対策
・三位一体改革の
進行
・介護予防

００ 介護保険制度施行
福祉関係８法の改正（社会福祉法制
定）
地方自治体に地域福祉計画策定努力
義務化
新しい社会福祉法人会計基準の導入
児童虐待の防止等に関する法律施行

０１ 総合規制改革会議設置（内閣府）
社会保障改革大綱発表
DV法施行

０２ 規制改革の推進に関する第２次答申
障害者基本計画策定
新障害者プラン策定
ホームレスの自立の支援等に関する
特別措置法制定

０３ 支援費制度施行
介護保険介護報酬の改定
次世代育成支援対策推進法制定
「２０１５年の高齢者介護～高齢者の尊
厳を支えるケアの確立に向けて～」
報告

０４ 改正児童福祉法制定
※児童相談における市町村役割強化
※児童委員活動要領改正
少子化社会対策要綱策定

００ 施行した社会福祉法に社協の地域福祉推進の中
核としての位置付けが明確化
札幌市社協「市基幹型在宅介護支援センター運
営事業」開始（市委託）
札幌市社協「福祉サービス苦情相談センター運
営事業」開始（福祉サービス調整委員会設置）
札幌市ボランティア研修センター事業開始（市
委託）

０１ 区社協「福祉除雪事業」試行全市拡大
区社協「区基幹型在宅介護支援センター運営事
業」開始（市委託）
札幌市社協「ふれあい・いきいきサロンモデル
助成事業」開始
札幌市社協「知的障がい者ガイドヘルパー派遣
事業」開始（市委託）

０２ 札幌市社協創立５０周年
札幌市社協「離職者支援資金」貸付開始

０３ 「札幌市地域福祉社会計画」策定（札幌市、全
面改定）
札幌市社協「長期生活支援資金」「緊急小口資
金」貸付開始
札幌市社協「地域福祉権利擁護事業」が実施主
体として開始

０４ 札幌市社協「１８６万人の地域福祉市民活動計画」
策定（全面改定）
区社協における地域福祉権利擁護事業初期相談
受付開始（５区社協に専門員配置）

７１



時代区分 社会福祉等の主な変遷 社協の動き（全国・札幌市）※下線部札幌市分

０５ 個人情報保護法施行
人口減社会へ

０６ 障害者自立支援法施行
改正介護保険法施行
※介護予防重視とした新予防給付
の導入、包括センター
（ブランチ含む）の設置

高齢者虐待防止法施行

０８ 「これからの地域福祉のあり方につ
いて」公表
（厚生労働省「これからの地域福祉
のあの方に関する研究会」報告）
※地域における新たな支え合いの
確立と住民主体の確保＝地域社
会再生の軸としての福祉

１０ 「地域包括ケア研究会報告書」公表
※２４年度からの第５期介護保険事業
計画を展望し、地域包括ケアシス
テムの在り方やサービスの検討
「介護保険制度の見直しに関する意
見」（社会保障審議会介護保険部会
意見書）

０５ 札幌市社協「高齢者虐待防止ネットワーク運営
事業」開始（市委託）
※虐待防止ネットワーク会議の運営
※高齢者虐待相談窓口の設置
札幌市社協「認知症高齢者 GH外部評価事
業」開始

０６ 札幌市社協「地域包括支援センター」３箇所、
「介護予防センター」１箇所受託、事業開始（市
委託）
包括センター：中央第１、北第１、西第２
予防センター：北・新道南
地区福まち機能強化費導入
札幌市社協「ふれあい・いきいきサロン事業実
施要綱制定」（モデル助成要領改正）
指定管理者制度に基づく社会福祉総合センター
及びボランティア研修センター運営

０７ 札幌市社協「要保護世帯向け長期生活支援資金
貸付事業」開始

０８ 札幌市社協「高齢者・障がい者生活あんしん支
援センター」（略称：あんしんセンター）設置
・運営開始
※各種相談事業の総合化（ワンストップ）
※「地域福祉権利擁護事業」を「日常生活自
立支援事業」に名称変更

札幌市社協「成年後見事業」（法人後見）開始
０９ 社会福祉総合センター１階に元気カフェ「ふ

らっと」設置
「さっぽろ市民福祉活動計画」（平成２１～２４年
度）策定
日常生活自立支援事業（旧地域福祉権利擁護事
業）において、白石区社協に職員配置（６区）
全社協「社会福祉協議会における第３次ボラン
ティア・市民活動推進５カ年プラン」発表
全社協「小地域福祉活動（住民の地域福祉活
動）を活性化する取り組みの提案（小地域福祉
活動活性化アクションプラン）発表

１０ 北区第３地域包括支援センター受託
札幌市社協「経営に関する委員会」設置
全社協「福祉ビジョン２０１１」発表
全社協業務用ホームページ「社協の杜」開設
札幌市社協「地域見守りサポーター養成研修」
開始
札幌市災害ボランティアセンター設置・運営マ
ニュアル作成
札幌市社協「教員向け「福祉体験アイディア
集」発行
札幌市社協「小学校５・６年生向け福祉教育読
本」発行
札幌市社協「障がい者講師等派遣事業」開始
札幌市社協「ボランティア大学（札幌ときめき
大学）」開設
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資料� 〈用語解説〉

１．福祉のまち推進事業（福まち） P１０、２４、６１

誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目的として、市民の福祉活動への参加に
より、地域全体でお互いに支えあう環境づくりを進める。おおむね連合町内会単位の各
地区社会福祉協議会に「地区福祉のまち推進センター」が設置され、見守り活動、声か
け・訪問活動を中心に、研修会の開催、広報紙の発行、会食会の開催やサロン活動等な
どの地域福祉活動がが、地域ごとに取り組まれている。市・区社協は、ボランティア活
動の振興や PR活動を中心に事業を展開し、地区の活動を支援している。

２．福まちウイーク事業 P１２、２８、６２

地域福祉活動の必要性と福まち事業の取り組みを、より多くの市民や地域住民組織、
福祉の関係機関・団体に理解いただくことを目的に、毎年９月の第３週を「福まち
ウィーク」と位置づけ、期間中に各種の事業を実施する。「福まちパネル展」「福まち活
動写真・広報紙コンクール」「小学生の描く“人にやさしいまちづくりポスター”コン
クール」などを開催する。

３．地域見守りサポーター制度 P１２、２６、６３

日常生活の中で「何となく気にかける」程度の見守りにより、あるいは「向こう三軒
両隣」のちょっとした意識で一人暮らしの高齢者の安否を確認したり、子どもに対する
虐待などの異変に気づいたときに、行政機関、専門の福祉相談機関、地区福止のまち推
進センター、民生委員児童委員などに連絡するための福祉人材を「地域見守りサポー
ター」として養成する。

４．ふれあい・いきいきサロン P１３、３０、６４

一人暮らしの高齢者・障がい者や子育て家庭等、日々の生活に寂しさや不安を抱えて
いる方々の孤独感の解消や生きがいづくり等を目的に、住民同士が身近な地域におい
て、日常的な交流や親睦を図るための「たまり場（サロン）」をつくっていく活動。市
・区社協は、サロン活動の普及のため、設立や運営の助言、活動費の一部助成等の支援
を行っている。

５．福祉除雪サービス P１３、３２、６４

高齢者や障がい者世帯等が居住する住宅において、地域住民・団体等の協力のもと、
公道の道路除雪後の間口の固い雪等を除雪し、同時に声かけ・安否確認をしてもらうこ
とで冬季間を安心して暮らしていただくことを目的として、平成１５年から実施してい
る。市・区社協は、地域協力員の募集・発掘、利用世帯とのペアリング等を行ってい
る。
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６．ボランティアセンター P１４、３４、６４

多様化する福祉ニーズと高まるボランティア活動への期待に応えるため、昭和５４年度
に市社協にボランティアセンターを設置し、ボランティア活動の啓発、その人材発掘と
研修、相談、登録、需給調整、調査・研究等を行っている。区社協においてもボラン
ティアセンターとしての機能を発揮し、相談、登録、需給調整、研修等、ボランティア
活動の拠点としての役割を担っている。

７．災害ボランティアセンター P１４、３６、６５

災害ボランティアセンターは、社会福祉協議会や NPO等が中心となり、個人ボラン
ティアやボランティア団体の協力のもと運営し、マスコミ等への情報発信や各種団体の
情報共有、行政との連絡調整などを通じて災害支援ボランティア活動を円滑に進める。
また、災害支援ボランティアに関する受付・相談や被災者の困りごとに関する相談窓口
であり、災害支援ボランティア活動に関する調整や企画の役割を有する。

８．ボランティア大学（札幌ときめき大学） P１４、３６、６５

初めてボランティア活動に取り組む方々を対象に、ボランティア活動を継続していく
ために必要な知識や技術を学び、卒業後にはボランティア活動やボランティアリーダー
として活動する人材を養成する。

９．高齢者・障がい者生活あんしん支援センター P１５、４０、６６

高齢者や障がい者が、地域で安心して暮らすことを支援するために、福祉サービスの
情報を提供するとともに、福祉サービス苦情相談、障がい者あんしん相談、高齢者虐待
相談をはじめ、適切に制度が利用できるための総合的な福祉相談の窓口として開設して
いる。

１０．日常生活自立支援事業 P１５、４０、６６

認知症や精神の障がい等により、判断能力に不安のある方が、地域で安心して生活で
きるように支援する事業。福祉サービス利用の手続や日常的な金銭管理が心配、通帳等
の大事な書類の管理が心配な方の支援を行っている。

１１．成年後見制度 P１５、４０、６６

判断能力が充分でない方について、親族や自治体の首長等が家庭裁判所に後見等開始
の申立を行い、家庭裁判所が本人の財産管理や身上監護を担う人（成年後見人等）を選
任し、その人に法的な権限を与えて、本人に代わって法律行為ができるようにする制度
である。
札幌市では、身寄りがなく判断能力を欠く状態になった方について、札幌市長が後見
開始の申立を行う場合で、家庭裁判所が市社協の就任を適切と判断した事案につき、法
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人として成年後見人に就任する「法人後見事業」を実施している。
また、様々な理由で親族や専門職が後見人等に就任することが難しく、主として福祉
サービス利用契約等の生活上の支援を必要とする成年被後見人等について、一般市民が
後見人等に就任する「市民後見人」の必要性が高まっており、全国的に市民後見人の養
成や活動に関する調査・研究が進んでいる。

１２．生活福祉資金貸付制度 P１６、４６、６７

低所得世帯、障がい世帯及び高齢者の世帯の経済的自立と生活意欲の促進、安定した
生活を営むための支援を目的とした貸付制度。安定した生活を送るための福祉資金、教
育のための支援資金、離職者の支援のための総合支援資金などがある。

１３．応急援護資金貸付制度 P１６、４６、６７

低所得世帯等が、子どもの教育、家族の就職、病気などで一時的かつ臨時的な経費を
必要とする場合で、他の公的援助等が受けられないときの応急的な貸付制度である。

１４．地域自立支援協議会 P１７、５０、５１、６８

障がい者の地域生活への移行を目指すためには、障がい者のニーズに合わせて複数の
サービスを適切に結びつけて調整することや社会資源の改善、開発等を行う相談支援事
業の充実が不可欠であり、その中核的役割を果たすのが、自立支援協議会である。札幌
市には各行政区ごとに設置されている。

１５．地域包括支援センター P４６、６７

介護保険制度における、高齢者の地域での自立支援、介護予防の普及・啓発のための
公的機関として平成１８年度から設置され、現在、札幌市内には２１カ所ある。（２５年度か
ら２７カ所に増加）地域の保健、福祉、医療の向上、高齢者の虐待防止などの権利擁護、
特定高齢者や要支援１・２の方への介護予防プランの作成、地域の関係機関とのネット
ワークによる介護予防の推進を図る。

１６．介護予防センター P４６、６７

地域福祉活動と連携し、介護予防の普及と・啓発を図るための公的機関として平成１８
年度から設置され、現在、札幌市内には５３カ所ある。介護や福祉など、さまざまな制度
や地域のサービスについての相談対応や介護予防を目的とした、「すこやか倶楽部」「転
倒予防教室」「認知症予防教室」等も開催している。
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ご相談やお問い合わせは、こちらまで

名 称 住 所 TEL & FAX

札幌市社会福祉協議会 札幌市中央区大通西１９丁目
札幌市社会福祉総合センター３階

TEL :０１１―６１４―３３４５
FAX :０１１―６１４―１１０９

中央区社会福祉協議会 札幌市中央区南２条西１０丁目
中央区民センター１階

TEL :０１１―２８１―６１１３
FAX :０１１―２０８―０８８１

北区社会福祉協議会 札幌市北区北２４条西６丁目
北区役所１階

TEL :０１１―７５７―２４８２
FAX :０１１―７３７―７２７０

東区社会福祉協議会 札幌市東区北１１条東７丁目
東区民センター１階

TEL :０１１―７４１―６４４０
FAX :０１１―７２１―６４４４

白石区社会福祉協議会 札幌市白石区本郷通３丁目
北１番１号 白石区民センター２階

TEL :０１１―８６１―３７００
FAX :０１１―８６６―８９９９

厚別区社会福祉協議会 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目
厚別区民センター１階

TEL :０１１―８９５―２４８３
FAX :０１１―８９６―４２６０

豊平区社会福祉協議会 札幌市豊平区平岸６条１０丁目
豊平区民センター１階

TEL :０１１―８１５―２９４０
FAX :０１１―８１５―７３７０

清田区社会福祉協議会 札幌市清田区平岡１条１丁目
清田区総合庁舎３階

TEL :０１１―８８９―２４９１
FAX :０１１―８８９―２４９２

南区社会福祉協議会 札幌市南区真駒内幸町２丁目
南区役所３階

TEL :０１１―５８２―２４１５
FAX :０１１―５８２―７３７０

西区社会福祉協議会 札幌市西区琴似２条７丁目
西区役所１階

TEL :�０１１―６４１―２４００
（４５８～４５９）

FAX :０１１―６１１―６６２０

手稲区社会福祉協議会 札幌市手稲区前田１条１１丁目
手稲区民センター１階

TEL : �０１１―６８１―２４００
（３６５～３６６）

FAX :０１１―６８４―８５６０

ボランティアセンター 札幌市中央区北１条西９丁目
リンケージプラザ２階

TEL :０１１―２２３―６００５
FAX :０１１―２６１―８８８１

中央区第１地域包括支援センター 札幌市中央区南２条西１０丁目
１００１番５号 パールタウン１階

TEL :０１１―２０９―２９３９
FAX :０１１―２７１―７８７８

北区第１地域包括支援センター 札幌市北区北２４条西５丁目
サンプラザ５階

TEL :０１１―７００―２９３９
FAX :０１１―７００―５０３７

北区第３地域包括支援センター 札幌市北区新琴似８条１４丁目
２番１号

TEL :０１１―２４１―１４２２
FAX :０１１―２１４―１４２３

西区第２地域包括支援センター 札幌市西区西野２条２丁目
５番７号 ロイヤル三王ビル３階

TEL :０１１―６６１―３９２９
FAX :０１１―６６１―３９６０

北区新道南介護予防センター 札幌市北区北２４条西５丁目
サンプラザ５階

TEL :０１１―７０７―４１２９
FAX :０１１―７００―５０３７
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さっぽろ市民福祉活動計画（平成２４～２９年度）

発行：社会福祉法人札幌市社会福祉協議会

〒０６０‐００４２ 札幌市中央区大通西１９丁目１‐１

� （０１１）６１４‐３３４５

Fax（０１１）６１４‐１１０９






